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１. 市民の平等利用の確保・施設の適正管理                  

１.１ 市民の平等利用の確保 

１.１.１ 基本方針 

・指定管理者制度の趣旨を十分に理解し、「市民サービスの向上」及び当該施設に要する「管理経

費の縮減」を図ります。 

・「安心・安全」「公正・平等」「地域活性化」など「公の施設」の管理運営に求められる基本的

な要件を通して、「市民サービス」を実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.１.２ 目標 

・質の高い学習プログラムの提供、きめ細やかな学校支援を行います。 

・多くの事業、多彩な事業を実施します。 

・自然環境や本施設の特色を活かして、更に活用できるスペース、プログラムを提供します。 

・幅広い年齢層にも利用してもらえるような新しいプログラムを提供します。 

 

 

１.１.３ 具体的な方策 

◯「人の成長」を促し、「気づきの教育」プログラムを提供します。 

・豊富な経験を有する運営スタッフと長年の教育（学校・行政）現場での経験を持つシニアスタ

ッフによるプログラムの開発ときめ細やかな支援 

・これまでの信頼関係に基づいた学校教育との更なる連携・支援体制の強化 

・市の教育方針・目標に基づき、施設や周辺の環境を活かした移動教室・農山村留学・げんきキ

ャンプ等の手引きやモデルプログラムの改善と新たな開発・支援・提供 

・市の生涯学習施設や地域施設・団体・個人との既構築ネットワークを活かしたプログラムの開

発・支援・提供 

・開所から17年にわたるプログラム開発と実践に裏打ちされた独自の活動プログラムの開発・提

供 

◯温かなホスピタリティー(おもてなし)で利用者とのコミュニケーションを大切にします。 

・開所以来17年間の実績・ノウハウに基づく「オーダーメイド」な予約の受付 

・開所から17年にわたる利用者の声の蓄積と、意向把握の継続による改善対応 

・利用者にわかりやすいポータルサイトの更なる改善、利用利便性の改善 

・Face to Faceによる優しく、わかりやすい接客対応 

・IＣＴによるシステム管理を土台にした利用者受付業務の更なる改善。現金とクレジットカー

ドによる支払いを継続、また、義務教育諸学校については後日支払いを可能とし、利用利便性

の向上に努める。 

安全・安心 公正・平等 地域活性化 

施設内で心配なく快適に
過ごせるようにすること 

子どもから大人まで全市
民を対象に、どなたでも
千葉市少年自然の家を利
用していただけるように
すること 

新たな日帰り・大人利用
の広がりによる賑わいを
創出すること 

千葉市少年自然の家の市民サービス 
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◯「安全で安心な」空間と食事をプロデュースします。 

・長年のノウハウを活かし「バイキング方式による食の楽しみ」を演出するレストラン運営 

・開所以来16年間の実績と専属管理栄養士による万全のアレルギー対応と食品リスクマネージメ

ントの徹底 

・長柄、長生地区など地元の食材を積極的に使ったメニューの開発と提供 

・既構築の「リスクマネージメント運営」「近隣病院との連携体制」などの更なる高度化 

・ＩＴＶ設備のカメラ、定期的な巡回による入退所の監視並びにセキュリティの強化 

◯人にやさしく、多様性を尊重します。 

・家族や国際理解、人間関係、防災などをテーマにした取組み等の企画・ノウハウの活用 

・ボランティアや青少年指導者育成など豊かな人材が輩出される拠点 

・スタッフ、ボランティアによるきめ細やかなプログラムの提供 

・スタッフ指導型プログラムとセルフプログラムの２本柱による多様なニーズに対応したプログ

ラムの開発と提供 

◯環境にやさしく、自然とのふれあいを重視します。 

・自然環境学習センターの新たな運用と活用方法の開発、プログラム提供・支援 

・自然と調和した形で自然の森が形成できるような管理とそれを活かしたプログラム提供 

・太陽光発電や風力発電、展示室内照明の工夫などによる省エネルギーの推進 

・環境に配慮した利用者サービスの提供 

・日帰り利用を促すための野外活動ゾーンでの新たなプログラムやサービスの提供 

◯地域との交流、地域活性の場となり文化発信の拠点とします。 

・自然の家、地域、市民をつなぐ交流イベントの実施と更なる広がり 

・多様なボランティアの活用ノウハウを通じた施設運営の活性化 

・発見・学び・楽しさに係る活動成果の幅広い情報発信（ＨＰ、月間広報誌、SNSなど） 

 

 

１.１.４ 使用許可および使用の制限等 

・使用許可・制限については、千葉市少年自然の家設置管理条例及び千葉市少年自然の家管理規則

に則り運用します。 

 

（１）使用の許可 

・以下について使用を許可します。 

a．使用できる人 

◯義務教育諸学校 

◯少年団体（中学生以下の子の健全育成を目的とし、原則使用者の半数以上が中学生以下の子で

ある団体） 

◯家族 

◯高校生以上の者で構成される団体 

◯その他、千葉市が使用を認めたもの（１人での使用を含む） 

 

ｂ．使用の許可項目 

・利用区分毎の申請期間内に必要な使用書類を提出すること。 

・使用の不許可に該当しないこと。 
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・使用にあたって、体験活動を行うこと。 

 

（２）標準処理期間 

・使用許可申請または変更許可申請が自然の家に到着してから７営業日（開所日）以内に使用許可

または不許可の返信を行います。 

 

（到着を起算日とする）               （起算日より７日以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）使用の不許可 

・以下の活動を目的とした利用は許可しません。 

◯公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき 

◯もっぱら営利を目的と認められるとき 

◯少年自然の家の施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき 

◯反社会的な組織等へ利益となると認められるとき 

 

（４）使用の制限等 

・以下のような場合は、市と協議の上、使用を制限する場合があります。 

◯少年自然の家設置管理条例及び同管理規則に違反したとき 

◯使用の権利を第三者に譲渡または転貸したとき 

例：団体が使用の申請をし、許可のおりた内容を 他の団体へ譲渡すること等 

◯許可された内容(活動等)を許可なく変更したとき 

例：虚偽の申請、申し込み内容と利用内容が大幅に異なる活動、 

正当な理由のない利用人数の大幅な減少等 

◯公序良俗を乱すおそれのあるとき 

◯少年自然の家のスタッフの管理上必要な指示に従わないとき 

 

 

使用許可申請書または 

変更許可事項変更許可 

申請書の到着 

使用許可証または 

変更許可事項変更許可証

の発送 

使用不許可通知書または 

変更許可事項変更不許可

通知書の発送 

申請内容の審査 
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１.２ 関係法令等の遵守 

１.２.1 個人情報の保護の取扱い、個人情報の漏えい防止 

（１）基本方針 

・「個人情報保護法」、「千葉市個人情報保護条例」及び「千葉市指定管理者等個人情報保護規程」

等関係法規の適用規程を遵守し、保有する個人情報の取り扱いに細心の注意を払い、適切な管理

運営に努めます。 

 

（２）個人情報の取り扱い 

・管理のルールや個人情報保護責任者を明確にした対応を行います。 

・個人情報の取り扱いにあたっては、各リーダーの管理下で収集・保管を行います。その際、紛失

や改ざんがないように厳しいチェックで情報を管理します。 

・個人情報の収集にあたっては、利用者が収集目的を理解したことを確認の上で責任を持って監

理・監督します。 

 

（３）個人情報保護研修 

・全スタッフを対象に個人情報保護についての研修会・ミーティングを実施し、定期的な監査の実

施やルール運用の徹底、知識の定着・補充に、意識の向上を図ります。 

・「個人情報保護事務の手引（千葉市）」及び「情報公開事務の手引」について学習会を実施しま

す。 

・ヒヤリハット事例研究会や不注意によるミスに対する注意喚起、発見時の対処の仕方などのスタ

ッフ研修会を実施します。 

 

（４）個人情報漏えいへの予防と対策 

・施設内ではスタッフの名札着用を義務付けます。 

・外来者の入所の際には来訪者記録簿への記入を実施し、入退所管理を徹底します。 

・個人情報をパソコンで扱うデジタルデータはパスワードを設定し、特定のパソコン・特定の管理

者を定めて管理し、定期的にシステム管理者がチェックします。 

・デジタルデータ以外の媒体（主に紙）の取り扱いについては、施錠可能な保管場所にて一元管理

します。開錠権限も限定します。 

・個人情報の外部への持ち出しなどは原則禁止とし、業務上やむを得ず持ち出しする場合について

は履歴を必ず記録するよう義務付けします。 

・万が一の情報漏えいに備えて、個人情報漏えい賠償保険に加入します。 

・個人情報漏えいに対して検証システムを構築し、ヒヤリハット事例研究、スタッフ相互チェック

を進めます。 

・検証結果は、事業運営マニュアルに反映させ、全スタッフの行動モラルの向上と改善を図ります。 

 

 

１.２.２ 市民に対する情報提供及び情報公開の取扱い 

（１）基本方針 

・市に代わって公の施設の管理を行うものとしての自覚と責任を持ち、千葉市少年自然の家に係る

情報の提供や市民の行政文書の公開を請求する権利を十分に尊重します。そのうえで、情報公開

を適正に行います。 
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（２）具体的な方策 

・「千葉市情報公開条例」を遵守し「情報公開事務の手引」の規定例「千葉市指定管理者情報公開

規程準則」に準じた「千葉市少年自然の家指定管理者情報公開規程（以下、規程）」を基に運営

します。 

・開示請求があった際には、千葉市情報公開条例に則り、適切に丁寧に対応します ただし、規程

第8条各号のいずれかに該当する情報は、不開示として対応します。 

・明確な判断が行えない場合は、千葉市情報公開審査会との諮問のうえ対応します。 

 

 

１.２.３ 行政手続の明確化や透明化の取扱い 

（１）基本方針 

・利用の可否や予約の受付などの行政手続きは全ての利用者が公正・平等に利用できるようにし、

関連する規則や条例などは、表を作成し、利用者にとってわかりやすい場所に掲示します。また、

ホームページでも、予約状況等も含めて見られるようにします。 

・使用手続きや予約の利便性向上を図るとともに、申請の許可・不許可、許可事項の変更、使用許

可の取消し等の問い合わせにも適切に対応し、明瞭で明確な手続きを確実に実行します。 

 

（２）具体的な方策 

・使用時間、使用者の範囲、使用許可・不許可、使用制限等、入所制限、利用料金徴収の判断等は、

条例・規則等に基づき厳格に実施します。また、利用料金の減免、割引、返還についても条例・

規則に則り適切に実施し、利用者から誤解を招くことのないように周知を図ります。 

・利用料金表、所内での遵守事項については、利用者にわかりやすい表を作成し、館内の適切な場

所に掲示します。また、ホームページやサービスセンター掲示板等に正確な情報を掲載し、より

わかりやすい情報を提供します。 

・直接の電話や来所されての各種お問い合わせにも、明確な回答と丁寧な伝え方で対応します。 

・規則に基づいた対応を全スタッフが実施できるように、「事業運営マニュアル」をスタッフに配

布するとともに共通理解を図る研修会を実施します。 

 

 

１.２.４ 適正な労働条件の確保 

（１）基本方針 

・「マルチジョブシステム」により縦割りの組織ではなく横断的組織を構築し、千葉市少年自然の

家全体が一つのチームとして機能していくように運営します。 

・「事業運営マニュアル」に基づき、更なる業務のマニュアル化、研修等の充実を図ります。それ

を基にスタッフが各分野の業務を理解し、自らの担当のみにこだわらない柔軟な姿勢を持つこと

により、人員配置の効率化・スリム化を図ります。 

 

（２）具体的な方策 

・法令に基づき運営担当及び維持管理担当の就業規定を定め、全てのスタッフに開示します。また、

勤務状況が規定に沿っているか、指定管理者本社の担当者が確認し、適切な労働条件を整えます。 
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・所定労働時間内に業務を終わらせ、無駄な時間を削減できるよう、各自が担当する仕事量を細分

し、それぞれに優先順位をつけます。リーダーは効率的に業務遂行が可能となるような計画を立

てられるよう指導・助言を行います。また、週次、月次、年次と期間を定めて進捗状況を確認し

ながら業務を遂行します。 
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１.３ リスク管理・緊急時対応 

１.３.１ 災害、火災、盗難等の事故・事件の防止対策および野生生物対策 

（１）基本方針 

・人命を第一に考え、可能な限り危機が起こる前に予見し、危機の回避を図る方策と体制を整えま

す。 

・危機管理体制を構築し、報告・連絡や指示系統を明確にすることで、発生時の適切な対応により

被害を最小限にとどめることができます。事後の復旧作業までスムーズに進め、更なる被害を防

ぐことができます。 

・千葉市をはじめとした関係諸機関へ適切な連絡と連携を行います。 

・問題がある場合は、ためらわずに110番・119番通報します。 

・大規模災害発生時は災害対策本部を設置し、災害初動体制を構築します。 

 

（２）緊急時対応マニュアルの見直しと内容改善 

・火災・地震・人身事故・台風襲来・不審者対応・野生生物・感染症等、緊急事態発生時の対応に

ついては、「事業運営マニュアル」にある「緊急時対応マニュアル」に即して行動します。 

・事故防止策については更なる内容の改善を図り、より現実的な対応ができるように検討・見直し

を行います。 

 

（３）災害発生に対する事前の備え 

・初動対応が迅速に行えるよう、災害発生の緊急時は千葉市、長柄町及び当グループ本部と緊密に

連携しながら、施設内に災害対策本部を設置します。 

・大規模災害時は、スタッフ勤務時間外・休日においても緊急連絡体制により施設に施設スタッフ

緊急招集を行い、災害時初動体制を構築します。 

・千葉市少年自然の家内に備蓄品を確保します（水500ml×288本 食料288食分） 

・伊藤忠アーバンコミュニティ内設置の24時間コールセンターによるバックアップ体制を構築し、

千葉市及び関係機関との連絡体制を整備して迅速な対応を行います。 

・消防本部や警察署、医療機関と良好な関係を構築し、防災面・防犯面・応急措置などのアドバイ

スや訓練の参加を通じて連携を強化します。また、災害時・非常事に迅速且つ適切な対応を行う

ために、関係諸機関と連携して緊急連絡体制を構築します。 

・大震災や台風など広域災害時の対応は、被害を最小とする未然防止策の確立を図るとともに、日

頃の防災訓練等により、施設の災害時対応を強化します。また、危険区域や危険箇所の設定やラ

イフラインの確保に努めることのできる体制を確保します。 

・災害発生時には、自主防災組織を結成します。また、災害発生時に的確な行動ができるよう、台

風、地震等災害に関する正しい知識を持ち、平常時から災害発生に備えた防災予防活動を行いま

す。 

・所長を危機管理に関する直接的な責任者とすることで、トップダウンによる素早い対応を行いま

す。また、定期的な所内会議や研修で全スタッフへの啓蒙や改善策等を実施することにより、適

切な対応体制を構築します。 

 

（４）地震発生に対する対応策 

・震度4以上の地震が発生した場合は、被害を確認し千葉市へ迅速に報告します。 

・地震発生時は利用者の避難誘導を最優先します。停電や火災など予期せぬことも起こりうるので、
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スタッフは冷静に避難誘導対応に努めます。 

・地震発生時の被害を最小限におさえるために、一人ひとりが慌てずに適切に行動し、いざという

時に落ち着いて避難誘導できるよう、研修等を通して日頃から心構えを持つよう努めます。 

 

（５）台風の接近・通過に対する対応策 

・台風が接近し、「大雨・暴風」が予想される場合は利用者の安全確保と施設の保全に努め、台風

情報をこまめに入手し、利用者に迅速に情報提供を行います。 

・台風接近前の事前対応として、強風により飛散をする可能性のある備品の片付け、ルーフドレン

排水関連の詰まり確認除去等を行います。 

・台風の接近中は天候が急変することがあるので、交通機関の運行状況を確認し、帰宅が可能な利

用者には早めの帰宅を促します。  

・台風通過後の施設巡回は、飛散物・倒木枝折れ・雨漏り・法面の崩れ・土砂の流入流出・自然の

家電力送電線周辺の樹木状況等を確認し、被害状況を把握します。 

・倒木や倒木・枝折れの可能性等がある危険な状況の場合は立入禁止処置を講じるとともに早期に

一次対応処置を行います。また原因を究明し次の台風被害を防止する処置を行います。 

 

（６）火災発生に対する事前の備え・対応策 

・当施設の災害状況を想定した消防訓練・避難訓練・防犯訓練等を実施し、危機管理・防火体制の

維持強化を継続的に行います。 

・消防計画に基づき、自衛消防隊員は緊急対応時の役割分担を明確にするとともに、救命技能認定

講習等の受講を全スタッフに義務付けるなど、安全管理体制の構築とスタッフの安全意識向上を

図り施設利用者の安全を確保します。 

・消防法に従った火災感知器や消火器等の設置や監視機器の整備・点検を行います。 

 

（７）盗難・不審者等に対する事前の備え・対応策 

・防犯体制（抑止力）として正門・駐車場を閉門します。また、22：00～6：30までは施錠し、防

犯体制を強化します。 

・スタッフは所内を巡回し、不審な行動をとる者がいた場合は声掛けを行います。正当な理由無く

施設内へ立ち入っていた場合は、退去を命じ、応じない場合には警察へ通報します。 

・自然の家周辺にて不審車両を発見した場合は、防犯体制を強化します。夜間等、自然の家周辺に

おける不審車両の駐車については、全利用者へ放送等を用いて速やかに持ち主を確認し、該当者

がいない場合は、警察に通報します。 

  内容 

サービスセンター事務所

（宿直室）での監視 

各設備機器の警報監視、ＩＴＶモニターによる施設内

監視、不審者・不審車両・不審物の監視 

施錠管理 鍵の貸出管理、夜間施錠（各建物・正門・駐車場） 

巡回警備 
異常箇所の発見、火気の確認、不審者・不審車両・不

審物の発見と排除 

記録・報告 入退所者の記録、事故報告書の作成・記録 

 

（８）野生生物対策 

・自然の中にある施設の環境上、蜂やヘビは所内に生息しています。その前提に立ち、入所時のオ

リエンテーション等で注意喚起を行い、利用者が遭遇した場合に自ら対応できるよう案内を行い
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ます。 

・見回り等で危険生物の情報をいち早く察知した際は、速やかに利用者へ情報提供を行い、危険な

状況には迅速に対応します。また、定期的にスズメバチトラップ等で個体数の減少を図るととも

に、建物内への侵入があった場合は駆除を行います。 

・正門・駐車場は常時閉門（施錠は22：00～6：30）し、イノシシ等の大型野生生物の侵入を防ぎ

ます。敷地内への侵入があった場合は、地元猟友会と連携し、駆除等の対策を講じます。 

 

（９）感染症等への対策 

・新型コロナウイルス（COVID-19）やウイルス性胃腸炎、インフルエンザ等の感染性の疾病の流行

時は、「緊急時対応マニュアル」に即して、国、県、市、保健所等からの情報を基に所内の衛生

管理を強化して感染症の拡大防止に努め、関連する施設情報を利用者へ提供し、状況に合わせて

迅速に行動します。 

 

 

１.３.２ 避難所運営に関する長柄町との連携 

（１）基本方針 

・避難所の運営支援は支援する側・される側の認識の違いもあり、様々な思いや感情が交錯する場

となります。そのような状況下でも、施設スタッフ全員が以下の共通認識を持って冷静に業務に

当たります。 

◯千葉市少年自然の家も長柄町に存在する地域住民であること。 

◯避難所は、多様な避難者が生活し長時間滞在することも予想されること。 

◯避難所が開設される初動期においては長柄町のサポートも困難となる可能性が高く、地域住民

と連携した対応が重要であること。 

◯避難所を運営するに当たっては、避難所で生活する者だけでなく、その地域で在宅にて避難生

活を送る者も支援の対象とする必要性があること。 

◯避難所を、情報収集や情報提供、食料・飲料水、物資、サービスの提供等に関する地域の支援

拠点とすること。 

 

（２）避難所運営支援の事前調整・事前準備 

・長柄町内の避難所として緊急時にその機能が十分発揮できるよう、事前準備について長柄町と協

議を行い大規模災害等に備えます。 

・長柄町の避難所運営マニュアルに則った「安全な避難所」を運営できるよう、日頃から大規模災

害を想定し、長柄町避難所開設の初期対応訓練を実施します。 

 

（３）避難所運営支援としての具体的対応策 

・長柄町からの要請に応じて当施設を避難所として使用する場合は、避難所における情報の伝達、

食料、水などの確保、施設内環境衛生確保について、長柄町の要請に即した支援を行い、避難所

運営を支援します。また、避難所開設は原則７日までとなっていますが、長期的な避難所運営に

なった場合も想定して長柄町と協議を行います。 

・必要に応じて地域住民やボランティアと協働して避難所運営を行います。 

・避難者数、避難者名簿、必要物資等避難にかかわる情報を長柄町と共有します。 
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１.３.３ 利用者の怪我や体調不良等への対策 

（１）基本方針 

・怪我は未然に防ぐことを前提として環境整備を行いますが、万一発生してしまった場合の対応に

ついても関係各所と連携し備えます。 

・新型コロナウイルスやウイルス性胃腸炎、インフルエンザ等の感染症については「持ち込まない」

「拡げない」ことを基本とし、引率者には子どもたちの健康状態把握と保健指導を依頼します。 

 

（２）具体的な方策 

・利用者には、下見・踏査を徹底し、危険が想定される状況を未然に防ぐよう促します。 

・けが人や急病人が発生した場合は、速やかに近くのスタッフが状況確認を行い、適切な応急措置

を行います。 

・全スタッフが年１回、消防署による普通救命講習を受講し、緊急時に迅速に対応できるよう備え

ます。また、応急処置用品を準備し、管理します。 

・利用者の傷病に対応できるよう、消防本部や近隣の病院と日ごろから連携を強め、救急搬送体制

を整えます。 

・嘔吐があった場合は、引率者に拡散防止の初期対応の協力を仰ぎつつ、スタッフが素早く処理・

消毒を行い、感染拡大を防ぎます。消毒用初期対応キットを所内各所に配置します。 

・発熱や嘔吐等の体調不良者については受診状況を確認し、必要に応じて追跡を行います。 

・感染症については、国、県、市の方針に基づき、感染拡大を防止する対応をとった運営を徹底し

ます。 

・新型コロナウイルス（COVID-19）については、国、県、市の方針に基づき策定する「千葉市少年

自然の家における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」により、感染拡大の防止を目

的とし、状況に合わせて自然の家の利用における制限や対応の変更を行う等の対策をとります。

また、新型コロナウイルスへの対応は、HPやSNSを使用して利用者へタイムリーに情報提供する

よう努めます。 

 

 

１.３.４ 火災、盗難等の事故・事件発生時や災害発生時、需要変動、第三者への賠償 

（１）基本方針 

・予期しない事態により利用者・第三者への賠償責任が生じた場合は、被害額を最小限に抑え、利

用者と千葉市を筆頭にステークホルダーの信頼を損なうことのないように適切に対応します。 

 

（２）具体的な方策 

・事業運営管理に対して、適切な保険の加入に加入します。 

◯全国青少年教育施設保険（施設賠償責任保険＋生産物危険担保特約条項・レジャー・サービス

施設費用保険） 

◯動産保険 

◯自動車保険 

◯第三者損害賠償責任保険 

◯個人情報漏えい賠償保険 
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２. 施設の管理体制                             

２.１ 組織体制 

２.１.１ 管理運営の執行体制 

（１）基本方針 

・「施設運営」は千葉ＹＭＣＡ、「維持管理」は伊藤忠ＵＣが担い、「レストラン運営」は食堂委

託業者が行います。 

・マネージメント業務、プログラム業務、施設維持管理業務の３つのセクションを設置し、各々に

リーダーを配置するとともに、その傘下でスタッフがそれぞれの担当する業務を遂行します。 

◯マネージメントグループ：グループリーダーのもと、窓口、利用者受入・支援、庶務・経理、

広報、展示施設運営等の業務を行います 

◯プログラムグループ：グループリーダーのもと、主催、プログラム開発、自主事業等の業務を

行います。 

◯維持管理グループ：グループリーダーのもと、建築物及び建築設備維持管理、外溝・植栽等維

持管理を行います。清掃、警備等業務、レストラン運営は伊藤忠ＵＣが委託業務として管理し

ます。 

・所長が全体を統括し、マネージメント・プログラム・維持管理担当リーダーと常に情報を共有し、

管理運営を円滑に実施できる体制を整えます。 

・運営担当、維持管理担当それぞれでマルチジョブシステムにより誰もがどの業務にも対応できる

ようにします。 
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（２）役割分担 

 

（３）従事者一覧 

 

（４）人員配置 

・利用者が24時間滞在する施設であることを考慮し、施設利用者の利便性や安全性を十分に配慮す

るとともに、利用者の様々なニーズに対応できるようにシフトを工夫します。 

 

（５）諸会議 

・各会議を適宜開催し、情報共有・課題の解決に当たります。 

 業務内容 

一般財団法人 

千葉ＹＭＣＡ 

◆施設運営業務 

 ・利用受付業務         ・自主事業実施業務 

 ・学校・団体対応業務      ・展示施設の運営業務 

 ・使用許可・減免承認業務    ・利用者の安全対策 

 ・活動プログラム開発・提供業務 ・利用者の安全対策 

 ・利用者生活支援業務      ・情報公開・個人情報保護の取組 

 ・広報等業務          ・緊急時対応 

 ・主催事業実施業務 

伊藤忠アーバン 

コミュニティ 

株式会社 

◆施設維持管理業務 

・建築物維持管理業務     ・外構等維持管理業務（外部委託） 

・建築設備維持管理業務    ・清掃業務（外部委託） 

・備品・什器・リース物件等  ・環境衛生管理業務 

調達・設置及び維持管理業務 ・警備業務（外部委託） 

・緊急時対応         ・その他管理運営に必要な業務 

◆利用料金等の収入管理業務 

・銀行口座管理 

・現金出納管理（自然の家～銀行口座） 

◆食事及び食材提供業務 

・食堂運営業務（外部委託） 

◆利用者生活支援業務 

・リネン貸出業務 

・リネンクリーニング業務（外部委託） 

No. 職種（職名） 人数 雇用形態 担当業務の内容 

1 所長 1 名 常勤 統括責任者 

2 マネージメントグループリーダー 1 名 常勤 マネージメント関係全般・庶務 

3 マネージメントスタッフ 5 名 常勤 主に支援業務等 

4 マネージメントスタッフ（受付） 4 名 常勤 主に受入業務等（受付） 

5 プログラム補助 4 名 非常勤 主に支援業務等 

6 事務作業補助（障がい者雇用） 1 名 非常勤 主に受入業務等 

7 プログラムグループリーダー 1 名 常勤 プログラム関係全般・庶務 

8 プログラムスタッフ 4 名 常勤 主に主催・自主事業等 

9 維持管理グループリーダー 1 名 常勤 維持管理関係全般 

10 維持管理スタッフ 4 名 常勤 施設維持管理等 

11 維持管理スタッフ 2 名 非常勤 施設維持管理等 

12 維持管理スタッフ 2 名 非常勤 施設内消毒作業全般 

  計 30 名     
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◯構成企業全体会：年１回 

◯リーダー会議：（隔週または必要に応じて開催） 

◯運営委員会（千葉市と指定管理者の協議）：月１回 

◯運営部門全体ミーティング：月１回 

◯管理部門全体ミーティング：月１回 

◯運営・維持管理・レストラン各グループリーダー合同会議（三社会）：２ヶ月に１回 

◯その他（事業運営協議会：年２回、スタッフミーティング（学校担当者/広報担当/プロジェク

トアドベンチャー担当者 等：適宜） 

 

 

（６）緊急時の連絡体制 

・平時から、救急・消防、警察、病院、ライフライン関係各機関などへの緊急要請、連絡調整及び

受入体制を整備します。 

・所内の連絡体制は、スタッフに徹底させ、速やかに連絡できるようにします。 

◯緊急時連絡順位 

①千葉市少年自然の家所長 

②千葉市少年自然の家運営業務責任者（マネージメント・プログラム各リーダー） 

③千葉市少年自然の家維持管理業務責任者（リーダー） 

④伊藤忠アーバンコミュニティ「24時間コールセンター」 

 

（７）管理運営業務の一部を再委託する場合 

a．基本方針 

・対応できる限りスタッフで業務を完結しますが、専門性の高い業務で内製化が難しい業務につい

ては再委託します。 

・千葉市産業施策をふまえ、出来る限り市内に本拠を置く業者に再委託します。 

・委託先の主な選定基準の基本項目として、財務状況、組織的な企業コンプライアンス、安全管理

基準、点検業務の企業登録、有資格者の配置、下請法による事務作業の遵守、業務に基づく保険

加入を確認します。 

 

b．外部委託先内容、委託先選定方法 

・専門的な設備（ＥＬＶ、冷温水発生装置、ボイラー等）に関する点検・整備は、機器や作業の専

門性、安全性を考慮し機器製造メーカーに業務を委託します。 

・上記以外の業務等については委託先の組織力や財務状況、適正な委託額を判断しながら千葉市内

に拠点を置く企業に出来る限り業務を委託します。 

・委託業者は選定基準を設け決定し、指定管理者自ら実施する業務と同様に捉え、指定管理者とし

ての意識指導及び業務品質指導を確実に実施します。 

・複数の業務において外部委託を行いますが、選定基準を満たした専門業者から見積をとり、適正

な価格を提示した会社と契約を行います。 

・小規模修繕は迅速対応力ある元施工業者を中心に選定しますが、危険性・専門技術性の高い修繕を

除く機能回復を目的とした修繕は千葉市小規模修繕業者登録企業を活用します。 

 

c．安全作業ガイドライン研修・法令改正研修・事務処理業務指導 
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・維持管理を担当する伊藤忠アーバンコミュニティ独自の安全作業ガイドラインを元に業務委託先

へ研修を行い、労働安全衛生管理の推進を図ります。 

・業務に関連する法改正の情報は委託先と共有しながら研修形式にて周知徹底します。 

・業務実施の予定日の確定、点検結果報告、完了報告、請求処理等の事務処理業務についても法令

に基づき指導研修を行います。 

 

 

２.１.２ 専門スタッフの配置 

（１）基本方針 

・「安心・安全を最優先」する基本方針に基づき、利用者に安心で快適に施設を利用していただけ

るよう、施設全体業務遂行に関する各種法令及びそれに準じた必要な資格者を的確に配置します。 

 

（２）施設維持管理業務における資格者の配置計画 

・防火管理者は防災運営の要であり施設の指揮采配が出来る自然の家所長を選任します。 

・本施設は茂原街道から細い町道の上部を通過する高圧ケーブル１回線のみで、施設の電気を供給

しております。町道の上部は隣地の樹木が茂っており、台風などで樹木の倒木枝折れなどが発生

し高圧ケーブルが切断される可能性がないか、常に監視しています。町道上の高圧ケーブルは東

京電力の管轄ですが、電気主任技術者を施設内に配置することで、施設内の受変電設備の管理及

び近隣の高圧ケーブルの状況を的確に監視します。 

・業務遂行の中で電気関連に付随するトラブルは多数発生するため、常駐スタッフに電気工事士資

格所有者を配置し、小規模な電気工事（照明器具、コンセント交換、安定器交換）等に迅速に対

応できる体制を構築します。 

・非常用発電設備には軽油を使用しており、燃料供給に関連する施設側の管理者として危険物取扱

者を配置します。 

・ボイラー設備は、熱源をガスにて供給しており故障等の有事の際に応急一次対処ができるようボ

イラー技士を配置します。 

・普通救命講習受講者は消防署と連携して救命講習会を実施し、全スタッフ（運営業務、維持管理

担当）が救命講習修了となるように研修を継続します。 

 

施設維持管理業務における資格者の配置一覧表 

資格 法令 人数 配置方法 

防火防災管理者 消防法 １名 （常駐）所長 

建築物環境衛生管理技術者 
建築物における衛生的環

境の確保に関する法律 
１名 （常駐）維持管理 

電気主任技術者 電気事業法 １名 （常駐）維持管理 

電気工事士 電気工事士法 ３名 （常駐）維持管理 

ボイラー技士 労働安全衛生法 １名 （常駐）維持管理 

1号警備現任教育修了者 警備業法 ２名 （常駐）維持管理 

危険物取扱者 消防法 １名 （常駐）維持管理 

普通救命講習修了者 
応急手当の普及啓発活動

の推進に関する実施要綱 

全スタ

ッフ 
（常駐）運営・維持管理 
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・維持管理企業伊藤忠アーバンコミュニティ本社では、以下の有資格者が本施設の運営管理業務を

バックアップします。 

◯一級建築士（専門技術チーム） 

◯建築物清掃管理評価資格者（清掃品質評価） 

◯建築施工管理技士 

◯管工事施工管理技士 

◯電気工事施工管理技士（修繕工程管理） 

◯エコチューニング技術者（ＬＣＣ改善） 

◯消防設備士・ファシリティマネジャー 

 

（３）運営業務における資格者の配置計画 

・千葉市の教育施策、市内の小中学校の教育活動・教育課程などについて熟知している教員免許状

保有者を５人以上配置します。 

・公益社団法人日本キャンプ協会が認定するキャンプ指導員の資格であるキャンプディレクター、

インストラクター資格保有者を５名以上配置します。 

・プロジェクトアドベンチャー（ＰＡ）指導者を５名以上配置します。ＰＡ指導者は、プロジェク

トアドベンチャージャパン（ＰＡＪ）の講習を受講します。 

 

運営業務における資格者の配置一覧表 

資格 法令 人数 配置方法 

小学校・中学校教諭１種免許状 教員免許法 ５名 常駐・運営業務 

応急手当普及員 － １名 常駐・運営業務 

キャンプディレクー１級 － １名 常駐・運営業務 

キャンプディレクー２級 － １名 常駐・運営業務 

キャンプインストラクター － ４名 常駐・運営業務 

プロジェクトアドベンチャー指導者 － ６名 常駐・運営業務 

安全衛生推進者 労働安全衛生法 １名 常駐・運営業務 

 

 

２.１.３ スタッフの能力向上 

（１）基本方針 

・自然の家のスタッフは、大勢の利用者に満足していただけるサービス精神を持つとともに「野外

体験活動分野を熟知した専門家」であり、学校の宿泊体験学習などのねらいや考え方を理解し、

対応できる「支援者・協力者」です。そのため、運営・維持管理それぞれの専門性を高める研修

と共通課題研修を施すことで各自の持つ資質を多方向に伸ばし、利用者に笑顔で自信を持って対

応していけるスタッフを育成します。 

 

（２）具体的な方策 

a. 基本研修 

・これまでの自然の家の運営経験に基づいた研修システムを継続し、本施設の運営に適した研修プ
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ログラムを効果的に実施します。 

 

・所長の管理下でスタッフのＯＪＴ(オンザジョブトレーニング)を随時実施します。またそのプロ

セスや結果について会議等で報告し、全体で共有化することにより改善を図ります。 

・研修終了後は、記録をまとめ、スタッフ全体への回覧や会議で報告等を行い、共有化します。ま

た、必要に応じて、事例研究会などの勉強会・研修会を開催します。 

 

 

b. 専門スキルプラスワン研修 

・業務に関わる資格取得（キャンプディレクター等）やプロジェクトアドベンチャー指導者、上級

救命講習にも積極的な参加に努めます。 

 

c. リーダー会議 

・隔週に一度、各グループによる報告会議を開催し、業務上の成功事例を共有、懸念事項はアイデ

アを出し合い対策を考え、自然の家全体の育成に取り組みます。 

 

 

研修名 対象 頻度 内容・講師等 

ホスピタ

リティ 

接客接遇・マナー研修 全ｽﾀｯﾌ 年１回 
ホスピタリティを持って対応するための理

論と実践（講師：ホテル関係） 

利用者対応研修 全ｽﾀｯﾌ 年１回 
備品使用方法と内容確認、施設、視聴覚機

材使用方法確認等のスタッフ相互研修 

安全 

普通救命講習 全ｽﾀｯﾌ 年１回 
消防局（署）による心肺蘇生法とＡＥＤの

取扱い、応急手当等 

消防訓練・避難訓練 全ｽﾀｯﾌ 年２回 
消防局（署）立会による消火訓練や避難誘

導等 

個人情報保護研修 全ｽﾀｯﾌ 年１回 
千葉市個人情報保護、情報公開事務制度の

理解、保護規程の理解 

食物アレルギー研修 全ｽﾀｯﾌ 年１回 
食物アレルギー対応：事業運営マニュアル

の確認と徹底 

感染症予防対策研修 全ｽﾀｯﾌ 年1回 
新型コロナウィルス（COVID-19）、ノロウ

イルス、インフルエンザ等の感染症対策 

専門 

分野 

小集団理解・対象理解 運営 年１回 
学校対応、主催事業を行う際に必要な青少

年の年代特性の理解 

指導者の役割 運営 年１回 
プログラム指導、主催事業を行う際に必要

な指導者の役割理解 

野外プログラム 

指導技術研修 
運営 適宜 

野外炊飯、ロープワーク、テント設営、キ

ャンプファイアー等の野外活動に関する指

導手順、安全確認等（スタッフ相互研修） 

その他 

千葉市指定管理者 

研修会 

運営 

維持管理 
年１回 

千葉市が開催する指定管理者対象の研修会

に参加する。 

他の青少年教育施設へ

の訪問研修 

運営 

維持管理 
適宜 

他施設を訪問し、情報交換、人事交流を行

う。 

全国・関東甲信越地区

青少年教育施設協議会

への研修参加 

運営 年２回 
全国・関東甲信越地区青少年教育施設協議

会に参加し、情報交換、人事交流を行う。 

フォローアップ研修 
運営 

維持管理 
年２回 

仕事に対する意欲を維持向上させるため、

半期に１回実施する。 

外部研修 運営 適宜 
施設運営やプログラム指導、主催事業を行

う際に必要な知識・技術の習得 



17 

２.２ 施設の維持管理 

２.２.１ 施設・設備の保守管理 

（１）基本方針 

・社会教育事業の拠点として、子どもたちの野外教育活動（生活体験・自然体験・共同宿泊体験）

及び家族や青少年団体の自然と親しむ様々な活動の場として、多機能を有する公共施設であるこ

とを充分認識し、常に安全かつ円滑に利用できるよう維持管理業務を実施します。 

・各活動プログラム及び利用者の活動に応じた維持管理業務を行うため、毎日利用状況を確認し、

点検作業計画指示書を策定するなど運営部門と密接に連携し業務を遂行します。 

・全スタッフが子どもたちの目線に立ち目視・巡回点検を行い早期発見するだけでなく、特に外構

施設などの潜在的な危険要因を予測・検討し、事故や故障を未然に防ぎます。 

・施設機能維持保全・環境負荷抑制・省資源 省エネルギー・ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）削

減の４つの視点から業務に取り組み、安全で快適かつ効率的な維持管理業務を実施します。 

・施設予防保全の提案により、利用者の安全確保（施設の劣化等による危険・障害の未然防止）、

機能の安全性確保並びに施設設備の長寿命化を実現します。 

・浴場施設については伊藤忠ＵＣ自主基準に基づくレジオネラ症対策マニュアルを策定し、水質水

温管理の点検・記録を徹底し利用者の安全を確保します。 

 

（２）具体的な方策 

a. 運営部門とのコミュニケーションの徹底 

・運営部門と密接に連携するために、その都度、事業運営スタッフとの連絡・引き継ぎを行い、各

プログラムに十分配慮した維持管理業務を実施します。 

・常駐技術員は定期的に運営部門の開催する教育研修会等に参加し、運営部門と一体となった業務

遂行を実施します。 

 

b. 各施設の重点点検ポイント・補修事項 

・施設に起因した事故防止、予防保全による施設の延命化、利用者目線での巡視を行い、以下の重

点点検ポイントを意識し点検及び補修を実施します。 

 

各施設の重点点検ポイント・補修事項一覧表 

施設種別 重点点検ポイント・補修事項 

 

建築物【外部】 
①外壁面のタイル劣化状況確認（落下防止） 

②石製スレート屋根材の取付状況確認（落下防止） 

③外部手摺取付状況確認（手摺脱落防止） 

④外部鉄扉の劣化錆状況、開閉状況（緊急時の扉開閉機能の確保） 

⑤シール材の劣化状況確認（コンクリート延命） 

⑥外壁木部劣化状況確認（木部延命） 

 

建築物【内部】 
①木製内壁面の劣化によるささくれ状況確認（危険防止） 

②階段面の滑止材（ノンスリップ）取付状況確認（転倒防止） 

③よく利用するトイレ宿泊室の建具の建付状況確認（ささくれ突起物危険防

止） 

④飛び跳ねて利用されることが多く劣化の早い二段ベットの建付状況確認

（釘、ささくれ、突起物危険防止） 
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建築物 

【ログハウス】 

①外部丸太の劣化状況の確認は専用工具にて丸太を叩いて自主打診点検しま

す。また、年１回ログハウス専門企業による点検を行い、劣化部分は埋め

木部分補修を実施し延命処置を図ります 

②特に雨掛かり部分の丸太部分、木部デッキ、木部手摺部分は塗装劣化状況

に応じて自営にて木材保護塗料（ｷｼﾗﾃﾞｺｰﾙ）の自営塗装補修を施設閑散期

に行います。 

③ログハウスに関する修繕補修記録は建物図面に修繕実施の都度記録し過去

の修繕記録が判るように致します。 

 

建築設備 
①利用者が直接飲用する飲用水残留塩素濃度測定（飲用水安全確保） 

②電気設備関連漏電確認（利用者感電防止） 

③浴槽濾過装置管理（レジオネラ症防止） 

④消防設備受信機確認（消防設備運用確保） 

⑤熱源空調設備の定期点検（室内環境確保）⑥空調・換気設備フィルター清

掃（環境確保・予防保全） 

 

外構施設 
①造成地特有の地盤の「ゆるみ」による施設内地盤の陥没部確認（落下危険

防止） 

②森の食卓エリアの地盤状況点検補修（危険防止） 

③外部案内看板の取付設置状況確認（延命） 

④外部看板エリアスポットライト取付状況確認（延命漏電防止） 

⑤設置済みのポール等土台部分自立性確保確認（転倒落下防止） 

 

外構植栽 
①日常的に雑草処理を行うものの、全ての雑草を刈払い機にて刈り取るので

はなく、自然と調和した形で自然の森が形成できるように管理します。 

②森の食卓周辺や敷地内遊歩道などの周りは草刈を最低限行うものの、遊歩

道から大きく外れたエリアについては自然を残すように管理します。 

③調整池周りの雑草については、利用者が調整池に近づきすぎないよう雑草

を自然のまま生やすなど、利用者導線エリア周辺とそれ以外の部分を自然

の調和が感じられるよう植栽管理します。 

 

c. 予防保全策・修繕 

・異常箇所、異常が発生しそうな箇所を早期に発見し、常駐技術者にて予防保全補修等を行います。 

・常駐技術員にて補修を実施するも専門業者にて修理が必要な場合は、即時に修繕を実施し安全な

状況を常に維持します。 

・本社技術支援体制を確立します。伊藤忠ＵＣの専門技術チーム（本社内の一級建築士等にて構成）

による建物診断（施設全体の現場調査、各種点検記録の調査）を年１回実施し、専門的立場から

の助言により、補修・修繕の実施を行います。また、調査結果をふまえ、維持管理責任者と共に

ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）を考慮した施設全体の改修計画を作成･提案し、施設寿命の延命

化を図ります。 

 

d. 環境衛生管理における管理計画 

・建築物衛生法「建築物環境衛生管理基準」に則って環境衛生管理技術者を配置し維持管理業務計

画書を作成します。 

・点検内容・点検周期・管理水準については、維持管理業務計画書を元に作成した年間維持管理業

務計画表（添付資料５）に基づき点検を実施します。特殊建築物定期検査のように２年毎の点検

報告を行うものも含め本計画表に記載し、当該年度になっても点検報告業務の忘れ等を防止しま

す。 
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・温浴エリアについては、循環浴槽に関するレジオネラ症対策マニュアルを策定し、浴槽水の管理

を徹底します。 

・施設管理者・清掃員は、レジオネラ症についての症状・感染原因・感染経路を理解し、衛生管

理・レジオネラ症防止対策を確実に実施し利用者の安全を確保します。 

・消毒用薬品（次亜塩素酸ナトリウム）の取扱には薬液取扱マニュアルを策定し、必要な安全対策

を講じると共に、定期的な薬品取扱者への教育訓練を実施します。 

・感染症（ノロ・インフルエンザ・新型コロナウイルス等）対策として、既に策定している緊急時

対応マニュアル（傷病者・緊急時対応 手順書、千葉市少年自然の家における新型コロナウイル

ス感染拡大予防ガイドライン）に則って、有事の際に取るべき行動を把握し、スタッフ自身を守

りつつ利用者への感染拡大を防止します。 

 

 

２.２.２ 備品の管理・清掃・警備等 

（１）備品の調達・管理方法 

・備品の管理については、「千葉市少年自然の家備品管理マニュアル」に基づいて、適切に実施し

ます。 

・什器、運営備品は、施設での生活及び事業運営に支障の無いようスタッフによる点検を行い、備

品が故障し劣化する前に備品の特性に応じた補修を随時行います。 

・汚れのある備品は、適宜洗浄や清掃を行うことで、機能を満たしつつ美観を維持します。 

・スタッフが補修・洗浄・清掃等を行うも、耐用を越えそうな備品については更新します。 

・棟別・部屋別に備品管理台帳を作成し、年１回備品実査を行います。 

・以下の備品は重点管理補修事項とします。 

①飛び跳ね等により、劣化が早いベッド（シングル・二段）については補強材等を入れる補修を

都度実施します（耐用強化）。 

②運営備品の汚れやすいクライミングウォールのホールドは重点的に洗浄補修等整備を実施しま

す。 

③特に痛みの激しいログハウス用寝具を中心にほつれ修理や更新を行います。 

④厨房機器は日常点検により食堂提供業務に支障ないようにします。 

 

（２）清掃業務 

a．清掃管理計画 

・嘔吐発生時に備え、既に策定した緊急時対応マニュアルに沿って、スタッフの緊急時対応方法等

を指導すると共に、ノロウイルス対策キット（使いきり手袋、塩素消毒液、バケツ、キッチンタ

オル、マスク等をセットにしたもの）を各所に配置します。（施設内10箇所配置：添付資料７） 

・感染症（ノロ・インフルエンザ・新型コロナウイルス等）対策として、スタッフによる施設の定

期的な消毒作業を毎日実施します。 

・清掃年度計画に基づき各施設の汚れ具合を勘案し、月次清掃計画を策定します。 

・各施設の利用計画を事前に把握し、利用支障を及ぼさない毎日の清掃計画を設定します。 

・清掃エリアの材質・用途に応じた作業仕様・作業手順・作業時間を設定します。 

・利用者清掃後、フォローアップの清掃及び利用者用清掃用具の点検整備を行います。併せて設備

及び備品等の不具合状況等を確認することで効率的に業務を行います。 

・利用者に支障を及ぼさないよう、毎日の清掃計画を「清掃指示カード」にて明確に指示します。
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清掃員の業務分担と責任範囲、作業時間帯を明確にすることで作業効率の向上、作業漏れの防止

を図ります。 

・外部清掃は、建物と縁石の犬走り部分の塵の拾い掃きを中心に行い、構内は施設のすべてのスタ

ッフによる拾い掃きを行います。 

 

b．清掃内容と方法（頻度等） 

・日常清掃は作業マニュアルにより清掃手順を明確化します。 

・定期清掃は予防保全の観点から作業対象部位、周期等を設定し効果的に行います。 

 

定期清掃箇所 清掃周期 資機材・薬品 

床面 

石床洗浄 ３ヶ月毎 

清掃資機材（ほうき、モッ

プ、ブラシ、ゴミ袋等）は

再生PET繊維含有のエコマー

ク商品を極力採用します。 

長尺木部洗浄ワックス塗布 ２ヵ月毎 

浴室内床面 １週間毎 

カーペット床面 
カーペット部分的洗浄 ２ヵ月毎 

カーペット全面クリーニング １年毎 

壁面 
壁面除塵 ６ヶ月毎 

吹抜部除塵 １年毎 

天井面 
天井面除塵 ６ヶ月毎 

照明器具 ６ヶ月毎 

ガラス面 ガラス面・サッシ清掃 ６ヶ月毎 

ドレン・配水溝 ドレン排水溝 １ヵ月毎 

 

c．清掃状況の確認方法 

・日常清掃作業管理基準、定期清掃作業管理基準を策定し清掃状況の確認を行います。 

・清掃作業責任者は全作業箇所の清掃状況を点検し不備があれば即時清掃補修します。 

・伊藤忠アーバンコミュニティ本社の清掃品質評価者（清掃インスペクター）による清掃品質評価

と業務委託先の清掃に関する組織評価を年１回実施します。評価報告書は、日常、定期清掃作業

の改善、スタッフ教育、組織フォロー改善等に活用します。 

・清掃点検記録は保管し業務管理や業務改善に活用します。（日常清掃記録、清掃時施設点検記録、

定期清掃記録、清掃品質評価点検記録等） 

 

（３）警備業務 

a．警備業務の基本方針 

・施設スタッフ全員の目線で施設の警備を行い、教育的施設として安全確保を最優先とした、防

犯・防災管理に努めます。特に巡回時には、子どもたちへの声かけを心がけます。 

・特に子どもたちへの災害・事故発生防止を最優先とし全スタッフが警備業務を行います。 

・既に策定している緊急時対応マニュアルに沿って、有事の際は緊急処置を取ると共に、その緊急

性に基づき、関係諸機関（警察・消防署等）への通報等適切な処置をします。 

・事故・災害等発生の際、個別具体的な状況に応じた避難ルートを定め、全スタッフが連携の上、

緊急時の避難誘導を円滑に行います。 

・火災・風水害・雪害・地震の発生時には非常時対応を行うとともに、緊急連絡体制表に基づき関

係機関（長生郡市消防署、茂原警察署、塩田病院等）と情報共有を行います。 
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・有事の際の停電時の復旧、自火報設備の防災盤、消火栓操作は、手際よく操作が出来るよう日頃

から定期的な教育･訓練を実施します。 

・夜間は警備員を宿直配置し、警備業法にもとづく有資格者を選任することで、利用者の安全確保

を最優先とした防犯体制を確立致します。 

 

b．警備業務の内容 

・異常の早期発見に努めます。特に夏季の駐車場を含めた屋外エリアの夜間は重点巡回エリアとし

て監視し、人のたむろや火遊びなどを抑止します。 

・警備巡回は、不審者、危険箇所の発見に努め、特に児童への危険防止を図ります。 

・監視カメラによる不審者侵入等の監視（門扉管理・敷地内外の道路状況管理）を行います。 

・鍵の一括管理及び授受管理をサービスセンターにて行います。 

・施設内の立入者には、失礼の無いように声をかけるとともに、不法侵入を抑止します。 

・万一不審者・不審車両・不審物の発見や事故の発生時には、適切な措置をとり必要に応じ警察・

消防等の関連部署へ連絡します。 

・閉館時の施錠・消灯、利用者の要望により空調の運転・停止を行います。 

・各階の施錠、消灯の点検及び施設内異常の有無の確認を行います。 

・指定場所以外における火気使用・喫煙者発見時の注意と制止を行います。 

・緊急時に避難の妨げとなる放置物の除去、移動等、避難動線の常時確保を行います。 

・その他施設内に異常を発見した場合には、初期対応として異常を除去し、他の施設スタッフへ応

援を仰ぐなど迅速に対応します。 
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３. 施設の効用の発揮                            

３.１ 幅広い施設利用の確保 

３.１.１ 入退所時間・使用時間・休所日 

（１）基本方針 

・千葉市少年自然の家設置管理条例に基づいて、入退所時間・使用時間・休所日を設定します。 

・利用者が安心して来所できるよう、個別の状況に細やかに対応します。 

・利用者の増加やニーズの変化などが生じた場合やサービス向上に寄与すると判断した場合には市

に相談の上、対応の変更などを柔軟に検討します。 

 

（２）入退所時間 

・原則として、宿泊利用、日帰り利用共に9：00～16：00の入退所とします。 

・宿泊者に合流もしくは離脱する利用者がいる場合は、事前に使用許可申請書の備考欄で希望する

入退所時間を提出することで、7：00～9：00、16：00～22：00の入退所を認めます。 

・交通事情や活動の内容等により事情がある場合は、事前に使用許可申請書の備考欄で希望する入

退所時間を提出し市長承認を受けることで、6：30～9：00、16：00～22：00の入退所を認めます。

なお、施設の主たる目的である健全育成目的で利用する団体等に配慮し、当該団体に影響を及ぼ

す日程等については変更を認めません。 

・夜間の主催事業等を実施する場合、16：00～22：00の入退所を認めます。 

 

（３）使用時間 

・宿泊に供する施設（宿泊棟、ログハウス）は、使用を開始する日の11：00から使用を終了する日

の9：00までとします。 

・原則として、宿泊利用の施設使用時間は、使用を開始する日の9：00から使用を終了する日の

16：00までとします。 

・原則として、日帰り利用の施設使用時間は、9：00～16：00とします。 

・活動の内容等により事情がある場合は、事前に使用許可申請書の備考欄で希望した入退所時間を

提出し市長承認を受けることで、6：30～9：00、16：00～22：00の施設の使用を認めます。なお、

施設の主たる目的である健全育成目的で利用する団体等に配慮し、当該団体に影響を及ぼす日程

等については変更を認めません。 

・夜間の主催事業等で使用する施設の使用時間は、原則22：00までとします。 

 

（４）休所日 

・年末年始（12月29日から翌年の1月3日まで）を休所とします。 

・法規により義務付けられた点検（電気点検）等に伴う休所日を設けます。 

・メンテナンスのための臨時の休所が必要になった場合は、事前に市と相談の上決定します。 

・利用者の不利益にならないように、利用休止期間についてはホームページ等で事前に周知します。 
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内容 日程 

年末年始 
休所 令和4年12月 29日～令和5年1月 3日 

宿泊停止 令和4年12月 28日～令和5年1月 4日 

消防設備点検・全館消毒作業 
作業 令和4年 8月 29日～30日 

宿泊停止 令和4年 8月 28日～30日 

消防設備点検・防火シャッター点検・

受水槽清掃・各貯水槽清掃・排水管高

圧洗浄・電気年次点検・全館消毒 

作業 令和5年 2月 20日～24日 

宿泊停止 令和5年 2月 19日～24日 

クライミングウォール安全点検 
プレイホール棟

のみ使用停止 
令和5年 3月 6日～ 8日 

 

 

３.１.２ 利用料金設定・減免 

（１）利用料金 

・少年自然の家設置管理条例に基づき利用料金を設定します。 

・千葉市立義務教育諸学校に在籍する児童・生徒及び引率する教員等が、在籍校の学校行事で使用

する場合は、宿泊利用、日帰り利用共に市内在住の利用料金を適用します。 

・長柄町立義務教育諸学校については、千葉市と長柄町の間で締結された施設の建設及び運営に関

する協定をふまえ、千葉市立義務教育諸学校と同様の利用料金とします。 

 

区分 

①中学生以下の者を

含む団体または家族

（中学生以下の健全

育成を目的として使

用する場合） 

②左記以外で 

使用する場合 

宿泊利用 

（1人 1 泊につき） 

市内

在住 

子ども（中学生以下） 300円 300円 

大人（高校生以上） 830円 ※1 2,440円 

市外

在住 

子ども（中学生以下） 600円 600円 

大人（高校生以上） 1,670円 ※2 4,880円 

日帰り利用 

（1人 1 日につき） 

市内

在住 

子ども（中学生以下） 100円 100円 

大人（高校生以上） 270円 ※3  790円 

市外

在住 

子ども（中学生以下） 200円 200円 

大人（高校生以上） 550円 ※4 1,580円 

 

表の①の場合の引率者の利用料金 

団体所在地 児童・生徒 引率者の利用料金 

市内 

全員市民 市内在住大人扱い 

市民・市民以外が混在 市内在住大人扱い 

全員市民以外 市外在住大人扱い 

市外 

全員市民 市内在住大人扱い 

市民・市民以外が混在 市外在住大人扱い 

全員市民以外 市外在住大人扱い 
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（２）減免 

a．宿泊・日帰り利用料金の免除（無料） 

・以下に該当する利用者から減免の申し出があった場合、所定の手続きを行うことで利用料金の免

除（無料）とします。 

＜千葉市少年自然の家設置管理条例第16条、千葉市少年自然の家管理規則第７条に基づく減免＞ 

◯身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳、療育手帳提示者とその介護者１名 

＜当グループからの提案による減免＞ 

◯家族利用で「ふれあいパスポート」提示の市内在住小中学生 

◯「わいわいフェスティバル」参加者 

◯学校・団体・家族グループで利用のための下見、学校・団体の説明会出席者 

◯特に所長が認めた場合 

 

b．宿泊・日帰り利用料金の５割免除 

・以下に該当する利用者から減免の申し出があった場合、所定の手続きを行うことで利用料金を５

割免除とします。（当グループからの提案による減免） 

◯閑散期間（1月15日から4月15日まで）に利用する大人（高校生以上） 

（料金表の※１，２，３，４に該当する場合） 

 

 

 

３.１.３ 利用促進の方策 

（１）ＢＢＱ体験広場 

・野外活動ゾーンに「ＢＢＱ体験広場」を設定します。 

・ＢＢＱ体験広場の利用者には、体験活動を一緒に行うことを働きかけます。 

・手ぶらでも利用できるよう、テントやＢＢＱグリル等の機材を用意し、１区画毎に貸し出しを行

います。 

・食材、飲み物は原則持ち込みとします。 

 

（２）プレーパークエリア 

・野外活動ゾーンに「プレーパークエリア」を設定します。 

・プレーパークエリア設置は、市民やボランティアの参画する「プレーパークプロジェクト（仮）」

が管理、運営を行います。 

・プレーパークエリアでは、一定の安全管理は行いますが、怪我も含めて自己責任で遊ぶことを理

解・確認した団体・家族に利用を許可します。 
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（３）キャンプサイトにおける野外宿泊体験活動 

 ・野外活動ゾーンのテントサイトを「キャンプサイト（テント泊エリア）」として設定します。 

 ・市民のニーズに対応できるテントを使用した宿泊エリアとして設定し、「中学生以下の子どもの

いる家族・グループ」を対象にキャンプサイトにおける野外宿泊体験活動を自主事業プログラム

として提供します。 

 ・キャンプサイト（テント泊エリア）は、一般的なキャンプ場に類似した形態の運営とし、テント

泊に必要となる器材は原則すべて持込みとします。また、キャンプサイトにおける活動すべてが

セルフサービスを原則とし、全10区画（１区画当たりテント１張、タープ１張）で使用できるよ

う設定します。 

 

（４）高校生以上の活動を目的とする利用の促進 

・大学のゼミ、企業研修、シニア団体（公民館・生涯大学校・退職校長会等）の利用や近隣施設と

タイアップしたモデルプランを作成します。 

・大人を対象としたキャンプ講座や自然観察会等を実施します。 

 

（５）広報活動の強化 

・リーフレット、定期刊行物等の広報ツールを充実させ、千葉市の公共施設等に常備します。 

・ホームページの充実を図り、施設の使い方や主催事業案内、空室状況等の施設の情報を広く提供

します。 

・Facebook等のＳＮＳを活用して、季節の情報、主催事業案内や報告等のリアルタイムな情報を提

供することで、リピーターや興味を持っている方が施設を利用するきっかけとなるよう努めます。 

・所外のイベントや講習会の依頼に参加し、スタッフが直接、施設の魅力を伝えることで、新たな

利用者の発掘に努めます。 

 

プレーパーク 
エリア 

サービスセンター 

野外 
炊飯場A 

BBQ体験広場 
キャンプサイト（テント泊エリア） 

営火場A 

【ＢＢＱ広場・キャンプサイト（テント泊エリア）・プレーパークエリア設置箇所】 
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３.２ 利用者サービスの充実 

３.２.１ 利用者への支援 

（１）利用受付業務 

a．基本方針 

・少年自然の家管理規則に従い、また当施設の役割を踏まえ、公共性に配慮した公平な受

付・使用許可を行います。 

・問合せや利用申込みに対しては、電話だけでなく、メールやファックス等の利用者のニー

ズに合わせた対応を行います。 

 

b．受付区分 

区   分 申込申請期間 提要 

① 千葉市の義務教育諸学校 
利用開始日の前年

度の 4 月 1 日～利

用開始日の 14 日前 

 

② 

①以外の義務教育諸学校のう

ち、通学区域が原則千葉市内

に限定されている学校 

③ 

千葉市内に所在地がある団体

のうち、利用者の半数以上が

中学生以下の子どもの団体 利用開始日の前年

度の 10 月 1 日～利

用開始日の 14 日前 

【10/1～3 の受付】 

・先着ではなく、抽選を行う。 

【長期休業期間※の申し込み】 

・10/1～11/30 まで受付した申

込みを 12/5 までに調整を行

う。 

④ 
千葉市民の中学生以下の子ど

もを含む家族 

⑤ ①、②以外の義務教育諸学校 

⑥ 
千葉市内に所在地がある団体

のうち、③以外の団体 
利用開始日の前年

度の 1 月 4 日～利

用開始日の 14 日前 

 

⑦ ④以外の千葉市民の家族 

⑧ 
①～⑦以外の家族・団体・学

校 

利用開始日の前年

度の 3 月 1 日～利

用開始日の 14 日前 

【3/1～3 の受付】 

・先着ではなく、抽選を行う。 

 

・表③～⑤において、千葉市立学校における長期休業期間の申込みは、10月１日～11月30日

までの受付分を12月１日～５日の期間で調整します。団体の規模や希望期間を考慮し、対

話しながら調整することで、より多くの方々に利用していただけるように努めます。 

・団体の申込みが開始される10月１日～３日（表①～⑤対象）と３月１日～３日（全区分対

象）に提出された申込みは、先着ではなく抽選を行います。 

・日帰り利用については、利用日当日まで受付を行います。ただし、利用日の14日前を過ぎ

た申し込みの受付は、他の利用者の活動に支障の無いものに限ります。 

 

※令和４年度 市立学校における長期休業期間（令和３年９月９日：市教委確認） 

学年始め休業日（春休み） 4 月 1 日（金） ～ 4 月 5 日（火） 

夏季休業日（夏休み） 7 月 18 日（月） ～ 8 月 28 日（日） 

秋季休業日（秋休み） 10 月 7 日（金） ～ 10 月 11 日（火） 

冬季休業日（冬休み） 12 月 24 日（土） ～ 1 月 5 日（木） 

学年末休業日（春休み） 3 月 26 日（日） ～ 3 月 31 日（金） 

 



27 

c．受付方法 

・電話、窓口、メール等での利用相談を随時受け付けます。特に初利用の方には、施設の趣

旨について、丁寧に説明し、十分に理解していただいた上でご利用いただけるよう努めま

す。 

・利用の申込みは、記載ミス・漏れの無いようチェック体制を強化し、メール・ファック

ス・Web申込フォーム等の媒体を活用して24時間受付を行います。 

・利用に必要な情報や役立つ情報が「素早く」「必要な人に」「的確に」伝わるよう、ホー

ムページを活用します。 

・市政だよりへの掲載や学校・公共施設でのチラシ配布、千葉市教育委員会のネットワーク

等により、広く漏れのない情報提供に努めます。 

・利用者情報は、従前から構築し、一元化されたＩＴによる利用管理システム（データベー

ス）を活用し、手続きの簡素化に努めます。 

・外国籍利用者のために、英語等の外国語に堪能なスタッフを配置し、窓口や電話でのサー

ビスをスムーズに行います。 

 

（２）食事及び食材の提供業務 

a．基本方針 

・利用者をホスピタリティと笑顔でおもてなしし、明るく爽やかな応対を心がけ、生活の一

部である食事時間が充実するよう努めます。 

・アレルギーや障がいの有無、年齢や国籍等に関係なく、誰もが安心して利用できるよう関

連する施設の情報提供や所内の掲示物などを充実させ、利用者のサポートを行います。 

 

b．提供内容と提供方法 

・食堂はバイキング形式で提供とし、利用者が食について考える環境を整えます。食堂バイ

キングは、朝昼夕それぞれ５種類の日替わりサイクルメニューで実施します。 

・新型コロナウイルス等の感染拡大防止への対策が必要になった場合は、バイキング形式で

の提供を中止します。その際は、同メニューのおかず類は「使い捨て容器」に盛り切りと

し、夕食のご飯をおひつで、朝食と夕食の味噌汁を保温ジャーで、食事中の飲み物（麦茶）

をピッチャーで提供します。また、朝昼夕それぞれ日替わりサイクルメニューを３種類で

実施します。利用者の食堂利用時間は、感染拡大の防止に配慮した調整をします。 

・地産地消を原則とし、できる限り千葉市産・長柄町産・千葉県産の食材を使用します。 

・リピーターを考慮し、季節感に配慮した年４回のバイキングメニューの変更を行います。 

・食事のマンネリ化防止のため満足度調査を定期的に実施し、年４回のメニュー改善に資す

る調査を行います。 

・弁当や野外炊飯メニューは、利用者のニーズを調査し、定期的に見直しを行います。 

・利用者からのニーズに応じて、特別メニュー等の提供を行います。 

 

c．アレルギー対応 

・アレルギー事故防止のため、受付から提供までの流れを明確化し、情報提示します。 

・アレルギー体質の子供たちへの対応として、誤食等のアレルギー事故が発生しないように

各調理品に8大アレルギー（卵/乳/エビ/カニ/落花生/小麦/そば/大豆）を表示し、状況に

応じて除去、又は代替食にて対応します。又、アレルギー体質の利用者への注意喚起をわ
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かりやすく実施します。 

・専任の食堂スタッフが個別の食事相談に対応し、丁寧な対応に努めます。 

・各種チェックリストの整備や利用者のアレルギー情報に対して２重・３重の確認を行うこ

とにより、事故が発生しない管理体制での食事の提供を実施します。 

・食堂スタッフに対して、アレルギー及び異物混入等の教育を毎月の衛生職場会で実施しま

す。 

 

d．衛生管理 

・食品衛生管理の徹底、衛生観念の向上、ホスピタリティの向上を図るため、食堂スタッフ

の定期的な研修を行います。 

・食品衛生管理の徹底を図るため、月1回衛生職場会を実施し、各調理員の衛生観念の向上

を図ります。また、外部検査機関による衛生検査を年2回（状況によっては2回以上）、現

場にて衛生指導員による衛生指導及び調理器具・手指等の細菌検査を年３回実施します。

その他に3～10月は通常検便を月2回、11～2月は通常検便を月1回・ノロウイルス検査を月

2回実施します。 

・外部検査機関による衛生検査や衛生指導員による衛生指導及び調理器具・手指等の細菌検

査を定期的に実施します。 

・食材賞味期限管理の徹底を図るため、月1回全数点検を実施するとともに、賞味期限リス

トを作成します。期限1ヶ月未満の食材には、明解な印を貼付し、全員が常に注視できる

環境を整えると同時に、月1回管理者による保管状況を確認します。また、メニュー改定

時に食材調達先調査を実施し、記録を保管します。 

・異物混入に対して、アレルギー事故同様に提供前及び提供後のチェックを徹底し、事故の

発生しない管理体制を確立します。 

 

（３）生活用品、活動プログラムに使用する消耗品等の提供 

a．基本方針 

・体験活動の施設、宿泊施設であることを考慮し、利用に必要な物品をサービスセンターで

提供します。 

・提供内容は、利用者のニーズを反映し定期的に入れ替えを行い、市へ報告します。 

 

b．具体的な提供内容 

・リネンは、事前注文によりリネン庫に準備します。また、汚損による追加注文があった場

合は、随時対応します。 

・売店をサービスセンター１階に設置し、必要な物品を提供します。提供時間は、事務所の

稼働している6：30から22：00まで提供とします。 

・家族利用のための娯楽用品も提供しますが、家族のコミュニケーションを促進するよう配

慮したラインナップとします。 

 

（４）その他サービスの向上 

・サービスセンター事務所での支払いは、現金だけでなく、クレジットカードでの支払いを

可能とします。 

・利用料金は利用開始７日前の前納を原則としますが、義務教育諸学校は後日振込みに対応
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します。また、家族利用および日帰り利用の利便性に配慮し、10人以下の団体・家族は、

利用当日にサービスセンター事務所での支払いも可能とします。 

 

３.２.２ 利用者意見聴取・自己モニタリング 

（１）基本方針 

・アンケート、ヒアリングなどにより、直接利用者の意見や声を聞き、スタッフ応対・施

設・各種手続方法・プログラム・利用者のニーズ等について定量的に検証します。ご意見

やクレームについては、出来る限り即時的な改善を行うよう努めます。 

・利用者だけでなく、教育関係者・地元関係者・有識者等による意見や担当スタッフによる

目視、セルフモニタリング等による定性的分析を踏まえた改善を随時行います。 

 

（２）具体的な方策 

a．利用者アンケート 

・利用者アンケートを実施します。通年で学校・団体・家族の全ての利用者を対象とし、宿

泊利用者だけでなく日帰り利用者にもアンケートを行います。 

・アンケート項目は、「全体の満足度」「スタッフについて」「施設の状況」「食堂につい

て」をとし、必要に応じて項目を追加します。 

・アンケートは、回収後すぐに確認し、即時対応が必要な事項は、担当部門へ速やかに連絡

し、改善します。 

・アンケート結果は集計し、スタッフミーティング等で評価の共有を行います。 

・改善が必要な事項は、スタッフミーティング等で対応策を協議し、改善します。 

・アンケート結果およびその対応について、月次報告書にて千葉市へ報告します。 

 

b．事業運営協議会 

・第三者により構成された事業運営協議会を夏と冬の年２回開催し、そこで得られる千葉市

の施策、教育現場の意見、利用者の声等を活用し柔軟に対応します。 

・事業運営協議会の意見は必ず運営に反映させるよう、各部門で具体的な取組みを行います。 

・構成員は以下を基本としますが、利用者の状況に応じて随時変更します。 

◯千葉市の施策  ：千葉市議会各会派 

◯教育現場の意見 ：千葉市教育委員会関係者、千葉市学校関係者、幼稚園協会関係者 

◯利用者の声   ：千葉市子ども会関係者、青少年団体関係者 

◯有識者の意見  ：大学教職員、博物館学芸員 

◯地元の声    ：長柄町役場関係者 

 

c．セルフモニタリング 

・所長とリーダーによるセルフモニタリングを毎月実施し、担当部門に囚われない改善を行

います。問題が発生した場合は、臨時のモニタリングを実施し、対応策を検討します。 

・セルフモニタリング後は、セルフモニタリング報告書を作成し、市に提出します。 

・モニタリング結果を基に、スタッフミーティングなどで継続的な業務改善を図ります。ま

た、その結果をマニュアル等に反映させ、業務運営を行います。 
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（３）苦情等への対応 

a．基本方針 

・利用者の要望・苦情は、少年自然の家のサービスを向上させるヒントと捉え、「事業運営

マニュアル」に準拠して、対応します。また、運営現場に反映し、再び同じことを発生さ

せないよう、一層のサービスの向上と快適な環境を提供できるように継続的な改善に努め

ます。 

 

b．具体的な方策 

・要望・苦情に対してはいかなる場合も誠意を持って対応します。ただし、その場で収まら

ない要望・苦情や利用者の安全等に関わる重大な問題等については、速やかに所長や責任

者に連絡し、情報を共有した上で対応します。 

・要望・苦情は、内容を分析し、対応可能なものについては市と協議の上、代替案や改善対

策等を実行します。また、公共施設としての説明責任を果たし、運営現場に反映させます。

また、継続的な改善に努めます。 

・要望・苦情の内容は報告書を作成し、市に提出します。 
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３.３ 施設における事業の充実 

３.３.１ 事業の効果的な実施 

（１）活動プログラム開発・提供業務 

a．基本方針 

・移動教室・農山村留学・げんきキャンプ等の宿泊体験活動のねらいを踏まえた利用の手

引、多様なプログラム、モデルプランを開発し、提供します。 

・子どもから大人まで楽しめるプログラムを開発し、提供します。 

・指導者・引率者の経験やニーズに合わせ「スタッフ指導型プログラム」と「セルフプログ

ラム」の2つの提供方法で利用者の事情に配慮した活動支援を行います。 

・自然に親しみ感性を豊かにする新たな野外・自然体験活動プログラムを開発し、提供しま

す。（日帰り利用等） 

・クライミングウォール（ＣＷ）、プロジェクトアドベンチャー（ＰＡ）プログラムを提供

します。 

 

b．スタッフ指導型・セルフ型プログラム 

・スタッフ指導型・セルフプログラムを記載した市立学校向けガイドブックを作成し、提供

します。ガイドブックでは、カテゴリー別に料金、時間等を明示し、利用者が事情に合わ

せて選択できるようにします。 

・すべてのプログラムに「プログラムシート」を用意します。 

 

 

c．プログラム開発 

・自然の家の活動プログラムの数は、利用頻度や社会状況を鑑みながら内容を見直し、プロ

グラムの入れ替えを行いながら、常時200件以上を提供するものとします。なお、プログ

ラムの種別としては、「学校用プログラム」、「団体・家族用プログラム」とします。 

・新規プログラム・改良プログラムを年に20件以上開発します。 

・自然の家ならではの里山・谷津田の自然環境を活用したプログラムを更に広げるとともに、 

基礎的な野外活動が体験できるデイキャンプ・日帰りＢＢＱ・プレーパークプログラム等

を提供します。 

 

（２）展示施設の運用 

a．自然博物館としての活用 

・現在の展示（地域の歴史や文化、谷津田の自然や生き物など）と関連付けた新たな展示物

の作成と効果的な展示方法を工夫します。 

・年間を通して自然の家に生息する生き物（植物や昆虫等）の標本を作製し、展示室のテー

マ（四季の変化・しくみと発見・いきもの発見）に即した展示構成とします。 

・展示パネルは単なる展示物の説明ではなく、展示から得た情報や疑問から実際に実習室や

スタッフ指導型 

プログラム（有料） 

・スタッフが最初から最後まで付き、指導提供するプログラム 

・経験が少なく指導に不安がある方へ提供するプログラム 

セルフプログラム 

・道具と指導方法をお伝えし、団体の指導者や保護者の方にお任

せするプログラム 

・簡単で指導者無しでも手軽にできるクラフト等のプログラム 

・自らプログラムを指導したい方のための講習会も実施します。 
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野外で調べたり、観察したり、確かめてみたくなるような内容で作成します。 

・既に設置してある展示物を除き、展示物は固定せず、季節ごとに入れ替えるなど変化のあ

る展示施設にします。リピーターにもいつ来ても新鮮な展示施設にします。 

・常時開放を原則とし、利用者の利用時間帯に応じた柔軟な対応を行います。 

 

b．学習室＋図書室としての活用 

・２階は、調べ確かめるためのパソコンや図書等の整備と企画展コーナーを設置します。 

・ＰＣには自然の家の様々な情報が確かめられるデータを入れ調べ活動の支援をします。 

・自然の家の四季の様子や移り変わりを写真や資料で見られるコーナーを設置します。 

・ゲーム感覚で展示物を調べられる「展示室ビンゴ１，２」「施設内オリエンテーリング」

「鳥のシルエットクイズ」「発見カード」などのプログラムを提供します。 

 

c．自然の家ギャラリーとしての活用 

・スタッフが記録した自然の家の生き物データベースを活用して、自然の家の豊かな自然の

中で生きる様々な生き物の種類や生態、生き物同士の関係、周辺の自然環境や歴史などを

「企画展」として年に数回開催します。 

・学校・団体の要望があれば、展示説明会の実施を検討します。 

 

d．多目的シアターとしての活用 

・１階奥の部屋は学習発表会、映画や影絵鑑賞会、記録映像視聴など、設備の特色を活かし

つつ、利用者のニーズに応じて利用できる小規模の多目的シアターとして提供します。 

・ＰＣとプロジェクターを設置し、目的に応じた映像視聴、発表会ができる空間にします。 

・ミニプラネタリウム機器を設置し、星座観察の事前学習に対応します。 

 

e．生態展示コーナーとしての活用 

・谷津田展示コーナーには実際に生息する生き物などを、飼育環境を十分整えた状態で展示

し、野外での調べ活動のきっかけを作ります。 

  

ｆ．その他 

・常時開放を原則とし、利用者の利用時間帯に応じた柔軟な対応を行います。 

・太陽光発電や雨水利用等について、維持管理部門と連携し、施設としての環境配慮への取

り組みを紹介し、利用者へ環境への気づきを促します。 

 

（３）主催事業 

a．基本方針 

・青少年の健全育成を基本として、子どもたちの新たな教育的課題や社会的ニーズの動向に

柔軟に対応します。 

・施設単体での実施だけでなく、各教育機関との協力・連携や地域力の活用、ボランティア

の協働・育成を念頭に置いて実施します。 

・幅広い年齢層やこれまで自然の家の利用がなかった方々に参加していただける主催事業を

実施します。 

・主催事業は複数回数実施するものも含め、年間70件以上提供します。 

  



33 

b．具体的な事業内容（計78件） 

 

①教育的課題対応 

事業名 日程 対象 内容 回数 

リーダーシップ 

キャンプ 
8月7日(日)～10日(水) 小学生 

子どもたちの課題解決、リ

ーダーシップを育成しま

す。 

1 

キャンパー’s 

キャンプ 

第1回 7月25日(月)～26日(火) 

小中学生 

野外活動を通して、子ども

の自主性と生活能力を高め

ます。 

4 
第2回 8月26日(金)～27日(土) 

第3回 10月10日(月祝)～11日(火)

第4回 11月26日(土)～27日(日) 

長柄ジョイント 

キャンプ 

第1回 10月12日(水)～14日(金) 

小中学生 

各ライトポート、教育セン

ターに通級する児童・生徒

が集まり、野外活動・宿泊

体験活動を通して自立を目

指します。（千葉市教育セ

ンターと連携） 

2 

第2回 2月8日(水)～10日(金) 

グローバルキャ

ンプ 
（R3 年度自主事業 

から変更） 

8月17日(水)～19日(金) 小学生 

異なる文化を体験すること

により、児童のグローバル

な視点を育み、国際理解を

実践するキャンプです。外

国人ゲストとの交流から日

本の文化を見つめ直すきっ

かけにもなります。 

 

 

②野外活動・体験活動 

事業名 日程 対象 内容 回数 

マンスリー 

ウイークエンド 

第1回 4月16日(土)～17日(日) 

家族 

体験教育プログラムを通し

て家族の触れ合いの場を提

供します。 

10 

第2回 5月7日(土)～8日(日) 

第3回 6月11日(土)～12日(日) 

第4回 7月2日(土)～3日(日) 

第5回 9月3日(土)～4日(日) 

第6回 10月15日(土)～16日(日) 

第7回 11月5日(土)～6日(日) 

第8回 12月3日(土)～4日(日) 

第9回 1月14日(土)～15日(日) 

第10回 2月11日(土)～12日(日) 

ファミリー 

キャンプ 

第1回 4月9日(土)～10日(日) 

家族 

ログハウス泊、体験型特化

プログラムで家族同士の交

流を深めます。 

6 

第2回 5月4日(水祝)～5日(木祝) 

第3回 6月18日(土)～19日(日) 

第4回 9月10日(土)～11日(日) 

第5回 11月12日(土)～13日(日) 

第6回 3月4日(土)～5日(日) 

星空キャンプ 

第1回 10月1日(土)～2日(日) 

家族 

専門家の指導のもと、望遠

鏡の使い方や巨大な望遠鏡

を使った星空観察、星座観

察を行います。（千葉市科

学館と連携）また、家族毎

の活動で、家族の触れ合い

の場を提供します。 

2 

第2回 2月4日(土)～5日(日) 

父と子のキャンプ 2月18日(土)～19日(日) 
家族 

(父子) 

父と子がお互いに普段とは

違う姿を見られるようなワ

イルドな活動を行います。 

1 
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こども 

デイキャンプ 
（新規） 

第1回 4月29日(金祝) 

小学生 

1 年間を通じて活動するこ

とで、四季の移り変わりを

体感します。 

4 
第2回 7月24日(日) 

第3回 11月3日(木祝) 

第4回 2月19日(日) 

ウインター 

キャンプ 
12月26日(月)～28日(水) 小学生 

集団生活を通して異年齢の

児童が共に過ごし生活能力

を高めます 

1 

スプリング 

キャンプ 
3月21日(火祝)～23日(木)（予定） 

小学 

6年生 

６年生最後の春休みに体験

活動を通じ様々な学校の児

童同士が交流します。 

1 

スポーツクライミ

ング体験会 
（R3 年度自主事業 

から変更） 

第1回 5月1日(日) 

小学生 

以上 

大人でも子どもでも参加で

きる日帰りクライミング体

験会を実施します。気軽に

自然の家を訪れるきっかけ

とし、日帰り利用を促進し

ます。 

9 

第2回 5月5日(木祝) 

第3回 7月18日(月祝) 

第4回 8月11日(木祝) 

第5回 9月25日(日) 

第6回 10月10日(月祝) 

第7回 1月9日(月祝) 

第8回 2月12日(日) 

第9回 3月12日(日) 

スポーツクライミ

ング競技大会 
（R3 年度自主事業 

から変更） 

11月23日(水祝) 小学生 

オリジナルルールで参加者

全員が楽しみながら、クラ

イミングの新しい楽しみ方

を見つけられるような事業

とします。 

1 

ワンデー農業体験 
（R3 年度自主事業 

から変更） 
（農作物の育成状況により設定） 

３歳以上

の家族 

長柄グリーン・ツーリズム

と連携し、自然の家の田ん

ぼ・畑や近隣の畑を利用し

て、日帰りの農業体験を実

施します。生産者の苦労や

自然の尊さを考え、食べ物

へありがたみを感じます。 

6 

藍染め体験 
（R3 年度自主事業 

から変更） 

第1回 8月7日(日) 

家族・ 

大人 

藍の摘み取りと染め物（シ

ルクハンカチの絞り染め）

の体験を通して自然の不思

議に触れます。 

5 

第2回 8月11日(木祝) 

第3回 8月14日(日) 

第4回 8月21日(日) 

第5回 8月27日(土) 

チャレンジ！青空

クッキング 
（新規） 

第1回 5月3日(火祝) 

家族・ 

グループ 

野外料理を通して、家族の

触れ合いの場を提供しま

す。 

6 

第2回 6月25日(土) 

第3回 8月28日(日) 

第4回 10月8日(土) 

第5回 12月17日(土) 

第6回 2月25日(土) 

ナイトアドベンチ

ャー 
（新規） 

第1回 5月21日(土) 

家族・ 

グループ 

星座観測やナイトハイクな

ど、夜ならではの家族向け

プログラムを実施します。 

6 

第2回 7月30日(土) 

第3回 9月17日(土) 

第4回 11月19日(土) 

第5回 1月21日(土) 

第6回 3月18日(土) 

今日からキャンパ

ー ～はじめての

テント泊～ 
（R3 年度自主事業 

から変更） 

第1回 5月21日(土)～22日(日) 

一般・ 

家族 

テント泊などのキャンプ技

術の初歩を学びます。テン

ト泊の楽しさを感じること

で、キャンプサイトの利用

を促進します。 

4 
第2回 7月9日(土)～10日(日) 

第3回 9月18日(日)～19日(月祝) 

第4回 10月29日(土)～30(日) 
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③青少年指導者育成 

事業名 日程 対象 内容 回数 

クライミング 

指導者養成講座 

第1回  4月5日(火) 

教員、 

団体 

指導者 

クライミングウォールの指

導法、用具の扱い、安全管

理を学びます。 

12 

第2回  4月10日(日) 

第3回  5月15日(日) 

第4回  6月5日(日) 

第5回  6月12日(日) 

第6回  6月18日(土) 

第7回  7月10日(日) 

第8回  8月25日(木) 

第9回  9月4日(日) 

第10回 10月2日(日) 

第11回 12月18日(日) 

第12回  2月5日(日) 

自然の家 

プログラム体験会 

第1回  6月26日(日) 
教員、 

団体指

導者、 

大学生 

青少年野外活動を計画する

少年団体指導者に向け、野

外活動のスキルアップやプ

ログラム実施上の安全管理

棟を学びます。 

4 
第2回  7月9日(土) 

第3回 12月11日(日) 

第4回 1月22日(日) 

野外活動指導力 

向上講座 
7月28日(木) 

市立学

校教員 

移動教室等で生かせる野外

活動の指導スキルをアップ

する。（千葉市教育センタ

ーと連携） 

1 

キャンプリーダー 

セミナー 

5月28日(土)～29日(日) 

6月4日(土) 

教員、 

団体指

導者、 

大学生 

野外活動に生かすことので

きるキャンプの基礎を学び

ます。（資格取得講習：千

葉県キャンプ協会と連携） 

1 

ボランティア 

サンクスデー 
調整中（2～3月を予定） 

ボラン

ティア 

ボランティア同士、ボラン

ティアと関係者やスタッフ

が交流し、ボランティアの

モチベーションを確保・維

持する。 

1 

 

④少年自然の家開放事業 

事業名 日程 対象 内容 回数 

わいわい 

フェスティバル 

（オープンデー） 

第1回 4月24日(日) 
市民、 

近隣住

民 

自然の家を市民、地元住民

に開放したお祭り。国際団

体、生産組合、ボランティ

ア、科学館などの協力のも

と様々な体験プログラムを

提供します。 

2 

第2回  10月23日(日) 

 

⑤説明会・体験会 

事業名 日程 対象 内容 回数 

使用団体説明会 

第1回 4月2日(土) 
使用 

団体 

担当者 

当施設を利用する団体指導

者や市外学校に向けた利用

説明及びプログラム指導研

修を行い、自然の家での活

16 
第2回 4月10日(日) 

第3回 5月7日(土) 

第4回 5月15日(日) 
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第5回 6月5日(日) 動が有意義になるようにし

ます。 第6回 6月18日(土) 

第7回 7月10日(日) 

第8回 7月16日(土) 

第9回 9月4日(日) 

第10回 9月10日(土) 

第11回 10月2日(日) 

第12回 11月5日(土) 

第13回 12月18日(日) 

第14回 1月9日(月祝) 

第15回 2月5日(日) 

第16回 3月4日(土) 

市立学校担当者 

下見相談会 

第1回 4月5日(火) 

市立学

校教員 

移動教室等で利用する市立

学校教員向けにプログラム

立案の研修、手続き等の説

明を行い、自然の家での活

動が有意義になるようにし

ます。 

3 第2回 6月12日(日) 

第3回 8月25日(木) 

市立学校担当者 

プログラム体験会 

第1回 4月5日(火) 

市立学

校教員 

移動教室等で利用する市立

学校教員向けのプログラム

体験・研修を行い、自然の

家での活動・指導が有意義

になるようにします。 

3 第2回 6月12日(日) 

第3回 8月25日(木) 

市立学校次年度 

利用説明会 
調整中（2月を予定） 

市立学

校教員 

移動教室等で利用する市立

学校教員向けに手続き等の

説明を行います。 
1 

 

⑥その他 

 

 

・令和３年度までの自主事業の一部について、利用者ニーズを踏まえ主催事業に変更してい

ます。 

 

 

 

 

事業名 内容 対象 内容 回数 

絵手紙コンテスト 
4月1日(金)～2月24日(金) 

（募集期間） 

小中 

学生 

当施設を利用した児童生徒

より募集した絵手紙展を実

施します。利用の振り返り

を促し、作品を掲示するこ

とで、来所のきっかけとし

ます。 

1 

写真コンテスト 
4月1日(金)～2月24日(金) 

（募集期間） 

小中 

学生 

当施設を利用した児童生徒

より募集した写真展を実施

します。作品を掲示するこ

とで、利用の振り返り、来

所のきっかけとします。 

1 

エブリサンデー 

イベント 

第一日曜日：ザリガニコンテスト 

第二日曜日：ニュースポーツ 

第三日曜日：クラフト 

第四日曜日：プレーパーク 

家族 

家族が手軽に日帰り利用で

きるイベントを毎週開催し

ます。 

 



37 

３.３.２ 自主事業 

（１）基本方針 

・千葉市少年自然家の設置目的・ビジョン・ミッションに基づき、子どもから大人まで自然

体験その他の体験活動への関心を高めるとともに青少年の健全育成の推進力として取り組

みます。 

 

（２）実施体制 

・自主事業はこれまでに利用したことのない市民や幅広い年齢層の市民の自然体験や体験活

動の関心を高め、互いに交流する場を提供する事業と考えます。 

・スタッフの経験やアイデアを発揮する場として、事業の立案から担当スタッフが携わる体

制を整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）具体的な事業内容 

①特別イベント実施事業 

イベント名 ①ＢＢＱ体験広場 実施場所 野外活動ゾーン 

実施回数 
土日祝日 及び 夏休み等の

長期休業日 

実施予定 

時期 
4～10月 

対象 家族・大人 
参加費 

（予定） 
区画使用料金＋利用料金 

内容 

１区画毎に貸し出しを行います。利用者のニーズに合わせたテントやＢＢＱ

グリル等の機材を用意し、手ぶらでも利用できるセットの貸し出しや個別で

も機材のレンタルを行います。 

イベント名 
②地元農家での体験活動・収

穫物紹介 
実施場所 サービスセンター前 

実施回数 ５回/年 
実施予定 

時期 
5～10月 

対象 家族・大人 
参加費 

（予定） 
利用料金 

内容 
地元長柄町の農家と連携して、各農家で体験可能なプログラムや収穫物等を

紹介し、農業体験の利用を促進します。 

事業立案（前年4月） 

担当者を決め、グループ内で

アイデアを出し合う等の会議

により企画の方向性を定める 

【特別イベント運営事業】 

・担当スタッフ 

【特別講座運営事業】 

・担当スタッフ 

【特別キャンプ運営事業】 

・担当スタッフ 

市

へ

提

案

８

月

頃 

市

の

承

認 

 

募

集

開

始

・

実

施

報

告 

内容決定（前年8月） 

所内で、内容や人員配置、実

施日、予算、実施までの計画

等、具体的な提案内容を決定

する。 

【所内決定会議】 

・所長 

・マネージメントリーダー 

・プログラムリーダー 

・担当スタッフ 
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②特別講座運営事業 

 

 

イベント名 
③こだわりクラフトワークシ

ョップ 
実施場所 クラフト室 

実施回数 ６回/年 
実施予定 

時期 
5～2月 

対象 家族・大人 
参加費 

（予定） 

材料費＋利用料金(材料費はク

ラフト内容による) 

内容 地元工芸家の指導のもと、専門的なクラフトを体験します。 

イベント名 
④キャンプサイトにおける野

外宿泊体験活動 
実施場所 野外活動ゾーン 

実施回数 
土日祝日 及び 夏休み等の

長期休業日 

実施予定 

時期 
年間 

対象 
中学生以下の子どものいる家

族・グループ 

参加費 

（予定） 
プログラム利用料＋利用料金 

内容 

主に家族向けにテントを使用した宿泊体験活動ができるエリアを貸し出しま

す。また、利用者のニーズに合わせたキャンプ機材のレンタルを行います。

します。 

講座名 
⑤プロジェクトアドベンチャ

ー指導者養成講座 
実施場所 学習室、ＰＡゾーン 

実施回数 ２回/年 
実施予定 

時期 
８月、２月 

対象 教職員、一般 
参加費 

（予定） 
大 人：10,000円＋利用料金 

内容 

学校利用でのＰＡ指導に役立つ講座です。受講者はＰＡサイトを利用して指

導を行うことができます。また、企業研修の１つとしてこの講座を利用して

いただけます。 
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４. その他                               

４.１ 市内業者の育成 

（１）基本方針 

・市内業者の受注機会の確保及び育成、地域経済の活性化を図るため、関係法令を遵守しつ

つ適正な競争原理のもとに、公平性を確保しながら、業務を確実に遂行する千葉市内業者、

準市内業者の委託先を率先して選定します。 

・業務の委託に伴い雇用する従業員についても、千葉市内、長柄町内を優先採用するよう委

託企業へ指導します。 

 

（２）具体的な方策 

a．千葉市小規模修繕業者登録企業の活用方法 

・千葉市小規模修繕業者登録企業の活用を積極的に推進します。 

・事前に登録企業の中から修繕業務部位を勘案した修理委託の内容について確認し、場合に

よっては現地確認にて対応が可能な部位の調査を行い、緊急時であっても対応が何処まで

可能かどうか、通常時であれば何処まで対応が可能かどうか、登録業者と一緒に確認しま

す。 

・登録企業については、危険性・専門技術性の高い修繕を除く機能回復を目的とした修繕を

中心に業務を委託します。 

・同時に、財務状況、組織的な企業コンプライアンス、安全管理基準、業務の登録企業、有

資格者の配置、下請法による請負者における事務作業が的確に行えるか、業務に基づく保

険加入の内容等を確認し、業務履行の状況も確認しながら選定を行います。 

 

b．市内企業、準市内企業の活用 

・専門的な設備や専門企業による点検整備が必要な委託については、機器や作業の専門性、

安全性を考慮し機器製造メーカーを中心に業務を委託します。 

・上記以外の業務等については委託先の組織力や財務状況、適正な委託額を判断しながら千

葉市内に拠点を置く企業に出来る限り業務を委託します。 

・複数の業務において外部委託を行いますが、選定基準を満たした専門業者から見積をとり、

適正な価格を提示した会社と契約を行います。 

・委託企業へは、指定管理者自ら実施する業務と同様に捉えてもらうよう、指定管理者施設

としての意識指導及び業務品質指導を確実に実施します。 

 

c．新規プログラム整備における市内業者との連携 

・プレーパークエリアの整備は、市民・ボランティアと協働して行いますが、設計・アドバ

イザーとして千葉市内業者に協力を仰ぎます。 

 

 

４.２ 市内・地元雇用への配慮 

・総スタッフ数に対する千葉市民・長柄町民の割合は５割以上を雇用するよう努めます。 

・委託先のスタッフについても、できる限り千葉市民・長柄町民を雇用するよう働きかけま

す。 
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総スタッフ数に対する千葉市民・長柄町民の割合（R4/3/22時点） 

No. グループ 総数 千葉市民 長柄町民 

1 所長 1 名 0 名 1 名 

2 マネージメントグループ 15 名 9 名 1 名 

3 プログラムグループ 5 名 2 名 1 名 

4 維持管理グループ 9 名 2 名 3 名 

合計 30 名 
13 名 6 名 

63.3％（19/30） 

 

委託先の千葉市民・長柄町民の割合（R4/3/22時点） 

 

 

 

４.３ 障害者雇用の確保 

・厚生労働省の改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配置指針」

を遵守し、個人の能力を最大限に発揮できるような職場環境を確保したうえで採用し、配

置します。障がいの程度によって、車での通勤が難しい場合は、勤務地を千葉ＹＭＣＡ事

務室として、業務を行っていただく場合があります。 

 

 

４.４ 施設スタッフの雇用の安定化への配慮 

（１）継続雇用 

・これまで管理運営に従事してきたスタッフで、引き続き千葉市少年自然の家で勤務を希望

する方は、ポストにかかわらず、継続雇用します。 

 

（２）スタッフの雇用の安定化を図るための方策 

a. 「コミュニケーション」と「報告・連絡・相談」 

・毎朝ミーティングを実施し、前日からの申し送り事項（運営、施設管理、警備）、当日の

受入・退出団体（学校・その他）・家族の確認、注意事項等を全員で情報を共有、確認し、

全員の共通理解を図ります。 

・定期的にグループミーティングを実施し、個々の抱えている課題を、同じ業務を行うスタ

ッフでの話し合いの機会を持つことで、共通認識が図られ、様々なアイデアを出し合いな

がら問題を解決します。 

・所長・リーダーはコミュニケーションを密にし、気軽に話が出来る雰囲気を作ります。ま

た、積極的に現場に立ち、状況を把握すると共に、認め・励まし、困りごとや悩みをその

場ですぐ報告できるような関係や環境を作ります。 

No. 委託先 総数 千葉市民 長柄町民 

1 食事及び食材提供業務 16 名 0 名 5 名 

2 清掃業務 6 名 0 名 4 名 

3 警備業務 2 名 0 名 0 名 

合計 24 名 
0 名 9 名 

37.5％（9/24） 
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b. フォローアップ研修の実施 

・スタッフの仕事や職場への帰属意識が高まり、仕事に対する意欲を維持向上させることを

目的として、半期に１回フォローアップ研修を実施します。 

 

c. ジョブローテーションの実施 

・利用者の増加に伴い、新たな業務が出てくることで各区分でより専門的な知識や技能が要

求されますが、職場の活性化と意欲の向上、マンネリ化防止のためのジョブローテーショ

ンを状況に応じて実施することで、個人の能力の向上と施設全体のレベル向上を図ります。 

 

 

４.５ ボランティアスタッフとの協働 

a．基本方針 

・当施設の運営の一部をボランティアに担ってもらうことで、当施設に主体的に関わる市民

を育成します。 

・経験が豊富で、コミュニケーション力の高いシニア層と若く活動的な学生を中心にした青

年層に野外活動を通して共に活躍する場を確保し、スタッフと共に子どもや学校、家族と

コミュニケーションを図ることで、市民から愛され、必要とされる少年自然の家を目指し

ます。 

 

b． 具体的な方策 

・ＹＭＣＡのノウハウを活かして学生ボランティアの募集・育成を行います。 

・令和４年度も千葉大学教育学部のインターンシップ基礎講座Ａとのタイアップを進めます。 

・千葉大学ボランティア学生サークル団体と連携し、週末や長期休業中の主催事業に計画的

にボランティアとして活動を行います。 

・シニアボランティアが知識や経験を活かして主催事業の指導・支援に活動します。栽培、

工作、遊び、野外炊事など得意分野を持つ地域の方が活動を行います。 

・プレーパークエリアを整備し、管理運営を共に行う利用者、ボランティアを募集します。

（プレーパークプロジェクト（仮）） 

・田んぼ・畑で作物を育成するボランティアを募り、自然の家に協力いただいている農家や

農業系団体とともに「農業プログラムグループ」としてふるさと田んぼゾーンの管理や農

業系プログラムの提供（直接指導、間接指導）を行います。なお、農業プログラムグルー

プは、大人だけでも家族単位でも参加できるボランティアグループとします。 

 



1.　リネン・食堂（バイキング・野外炊飯・弁当）・プログラム指導料 料金表

2.　サービスセンター売店　販売品・価格表

3.　BBQ＆キャンプサイト料金体系 ＆ キャンプ用品レンタル体系

4． 主催事業・自主事業 日程表

5.　令和４年度維持管理業務年間計画表

6.　委託先一覧表

7.　ノロウィルス対策キット配置図

8.　計画修繕（令和２～６年）

千葉市少年自然の家
事業計画書　添付資料



【添付資料1】

＜リネン代＞

金額(税込)

ログハウス 240円/人

共用 110円/人

＜リネンクリーニング代等＞

金額(税込)

1,760円

1,320円

1,980円

440円

440円

100円

110円

30円

＜食堂バイキング料金＞

朝食 昼食 夕食 3食合計

未就学児（3歳以上） 520円 540円 720円 　1,780円

小学生 610円 620円 930円 　2,160円

中学生以上 660円 670円 990円 　2,320円

＜野外炊飯料金＞ ＜弁当料金＞

単位 金額(税込) メニュー 金額(税込)

パン食 セット 2,060円 パン弁当 540円 

オープンサンド セット 2,060円 森の木弁当 570円 

ホットドッグ セット 2,520円 三角弁当 510円 

ポークカレー セット 2,260円 おにぎり単品 120円 

チキンカレー セット 2,260円 おかず小セット 280円 

シーフードカレー セット 2,440円

ビーフカレー セット 2,740円

ナン作り セット 1,000円

ハヤシライス セット 2,260円

豚汁 セット 1,480円

けんちん汁 セット 1,480円

シチュー セット 2,520円

そうめん セット 1,300円

焼きそば セット 2,520円

焼きうどん セット 2,520円

お好み焼き セット 2,520円

サラダセット セット 500円

米（4合） セット 400円

白ごはん 合 100円

＜プログラム指導料金＞

単位 金額(税込)

人 100円

人 200円

人 300円

人 500円

準備 セット 700円

片付け セット 500円

準備＋片付け セット 1,000円

宿泊棟：枕カバー

宿泊棟：掛け布団カバー

宿泊棟：シーツ単品

防水シート（1枚）

寝袋用シーツ（1枚）

枕

ベットパッド

羊毛混敷き布団

羽根布団

寝袋

令和４年３月２２日時点

キャンプファイアー

内　容

240円/人

クリーニング代

追加リネン

プロジェクトアドベンチャー

クライミングウォール

野外炊飯（食育プログラム）

クラフト

枕カバー（1枚）

布団カバー（1枚）

シーツ（1枚）

内　容

宿泊棟



【添付資料２】 令和４年３月２２日時点

自然の家 サービスセンター売店 販売品

品名 価格 品名 価格

歯ブラシ 40 マッチ 30

T字ヒゲソリ 50 ライター 50

ヘアブラシ 40 着火剤 70

懐中電灯 170 クッキングシート 170

レインコート 200 アルミホイル 170

ポケットティッシュ2入 50 ガスボンベ 200

除菌ウェットティッシュ 170 野外炊飯セット 200

乾電池　　　 (単３/４個） 170 スポンジ 70

キッチンふきん 20 食器洗剤（通常ボトル） 350

洗濯洗剤（小袋） 40 食器洗剤（ポンプボトル） 500

LEDバーライト（自然の家） 350 仕切り透明容器 170

ゴミ袋 15 軍手（こども用） 170

虫除けスプレー 160 軍手（大人用） 110

カイロ 30 革軍手 310

生理用ナプキン 210 食品ラップ 170

紙コップ 160 キッチンペーパー 170

靴下 170 CWヘルメットインナーキャップ 70

携帯電話充電ケーブル 350

＜簡易プログラム＞

Tシャツ（自然の家） 1350 シャボン玉 50

タオル 200 虫かご・虫あみ・魚あみ等 200

バスタオル 300 簡易テーブルゲーム類① 170

シャンプー・コンディショナー 400 簡易テーブルゲーム類② 200

ボディシート 300

メイク落としシート 400

コンタクトケア 210 簡易クラフト（キット販売） 220

自然の家瓦せんべい 500

自然の家ストラップ 250

コピー（白黒） 10～20

日
用
品 プ

ロ
グ
ラ
ム

備　　　考

・日用品は、利用者からのニーズにより品目の追加、入れ替えを実施する。
・プログラム運営や新規プログラムの実施において、必要な物品の追加、品物の入れ替えを実施する。
・利用者からのニーズに合わせたプログラム用品の充実に努める。

プログラムシート

記載価格
クラフトプログラム（キット販売）

そ
の
他



【添付資料３】

BBQ ＆ キャンプサイト 料金体系 ＆ キャンプ用品レンタル体系 （税込み）

テント泊（宿泊）

各1コマ 午前の部10：00〜12：30

      午後の部13：00〜15：30

      通し 10：00〜15：30

BBQ区画（木陰エリア）

キャンプ区画（フリーサイト）

BBQ関連レンタル器材
原則持込み

（レンタル可 1泊）

タープテント240×240 （1張） 〇設置済み タープテント 〇設置済み タープテント ¥850 ¥1,100

アウトドアテーブル （1テーブル） 〇設置済み テーブル ￥600／￥850 テーブル ¥850 ¥1,050

ベンチチェア （2脚：4名分） 〇設置済み ベンチチェア ￥600／￥850 ベンチチェア ¥850 ¥1,050

BBQグリル（コンロ本体1台） 〇設置済み BBQグリル ￥600／￥850 BBQグリル ¥850 ¥1,050

調理器具セット

・調理トング・まな板・包丁

・キッチンバサミ・ザル・ボウル

〇
調理器具

セット
￥300／￥450

調理器具

セット
¥450 ¥550

焼き網（1枚） 〇込み 返却不要 焼き網 ¥300 焼き網

キャンプ関連器材 単位 概要 料金（1泊） 準備数量（当初）

ベーシックドームテント

（4名程度：在庫2）
1セット

本体+グランドシー

ト+ペグ等
¥2,300 2

スモールテント（お遊び用）

（ソロ〜2名程度：在庫3）
1セット

本体+グランドシー

ト+ペグ等
¥1,000 2

焚火台セット 1セット 台+焚火陣幕 ¥1,500 2

ランタン（LED） 1個
本体+ランタンポー

ル（電池込）
¥800 2

カセットコンロ 1台 本体（ガス別途） ¥500 2

寝袋セット

（3シーズン：4〜11⽉まで）
1セット

寝袋・マット

（寒冷期貸出×）
¥700 8

アウトドアチェア（一人用） 1脚 本体 ¥500 8 ベーシックチェア

ロゴス丸洗い寝袋

イワタニ・陣幕

DURACELLランタン

ランタンポール

焚火台・焚火陣幕

一式
原則持込み（レンタル可）

料金：各1コマ／通し

原則持込み

（レンタル 11：00〜16：00）

フルセット

込み料金

¥300

2張あり

コールマンBCクロスドーム

備考

￥100/1名

利⽤時間13：00〜
￥5000/家族 ￥2000/家族

BBQ区画（木陰）にタープテント設置済み × 木陰エリアはBBQパック専用のため、使用不可

×  フリー  サイトで実施

BBQパック（フル） BBQパック（ライト） ディキャンプ（日帰り）

￥3000/家族 ￥1000/家族 ￥100/1名 利用時間11：00

〜

フル ﾗｲﾄ
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＜令和4年度　主催・自主事業日程表＞
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01 金 01 日 SCW体験会① ○ 01 水 01 金 01 月 01 木 01 土
星空①

01 火 01 木 01 日
休所
（宿泊停止）

01 水 01 水

02 土 団体説明会① 02 月 02 木 02 土
ﾏﾝｽﾘｰ④

02 火 02 金 02 日
　↓　　CW⑩
団体説明会⑪

○ 02 水 02 金 02 月
休所
（宿泊停止）

02 木 02 木

03 日 ○ 03 火 青空ｸｯｷﾝｸﾞ① 03 金 03 日
　↓

○ 03 水 03 土
ﾏﾝｽﾘｰ⑤

03 月 03 木 こどもﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ③ 03 土
ﾏﾝｽﾘｰ⑧

03 火
休所
（宿泊停止）

03 金 03 金

04 月 04 水
ﾌｧﾐﾘｰ②

04 土 ｷｬﾝﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 04 月 04 木 04 日
　↓　　CW⑨
団体説明会⑨

○ 04 火 04 金 04 日
　↓

04 水 （宿泊停止） 04 土
星空②

04 土
団体説明会⑯
ﾌｧﾐﾘｰ⑥

05 火
市立学校相談会①
（CW①）

05 木
　↓
SCW体験会②

05 日
団体説明会⑤
CW④

○ 05 火 05 金 05 月 05 水 05 土
団体説明会⑫
ﾏﾝｽﾘｰ⑦

05 月 05 木 05 日
　↓　　CW⑫
団体説明会⑮

05 日
↓

06 水 06 金 06 月 06 水 06 土 06 火 06 木 06 日
　↓

06 火 06 金 06 月 06 月
（プレイホール使用
停止）

07 木 07 土
団体説明会③
ﾏﾝｽﾘｰ②

07 火 07 木 07 日
藍染め①
ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

○ 07 水 07 金 07 月 07 水 07 土 07 火 07 火
（プレイホール使用
停止）

08 金 08 日
　↓

○ 08 水 08 金 08 月 　↓ 08 木 08 土 青空ｸｯｷﾝｸﾞ④ 08 火 08 木 08 日 ○ 08 水
ｼﾞｮｲﾝﾄ

08 水
（プレイホール使用
停止）

09 土
ﾌｧﾐﾘｰ①

09 月 09 木 09 土
自然ﾌﾟﾛ体験会②
今日からｷｬﾝﾊﾟｰ②

09 火 　↓ 09 金 09 日 ○ 09 水 09 金 09 月
団体説明会⑭
SCW体験会⑦（夜）

09 木 　↓ 09 木

10 日
　↓　　CW②
団体説明会②

10 火 10 金 10 日
　↓　　CW⑦
団体説明会⑦

○ 10 水
　↓

10 土
団体説明会⑩
ﾌｧﾐﾘｰ④

10 月
SCW体験会⑥
ｷｬﾊﾟｰ's（小学-低）

10 木 10 土 10 火 10 金
　↓

10 金

11 月 11 水 11 土
ﾏﾝｽﾘｰ③

11 月 11 木
SCW体験会④
藍染め②

11 日
　↓

○ 11 火
　↓

11 金 11 日 自然ﾌﾟﾛ体験会③ ○ 11 水 11 土
ﾏﾝｽﾘｰ⑩

11 土

12 火 12 木 12 日
　↓　（CW⑤）
市立学校相談②

○ 12 火 12 金 12 月 12 水
 ｼﾞｮｲﾝﾄ

12 土
ﾌｧﾐﾘ-⑤

12 月 12 木 12 日
　↓
SCW体験会⑧（夜）

○ 12 日 SCW体験会⑨（夜） ○

13 水 13 金 13 月 13 水 13 土 13 火 13 木 　↓ 13 日
　↓

○ 13 火 13 金 13 月 13 月

14 木 14 土 14 火 14 木 14 日 藍染め③ ○ 14 水 14 金
　↓
ﾊｯﾋﾟｰ

14 月 14 水 14 土
ﾏﾝｽﾘｰ⑨

14 火 14 火

15 金 初任研 15 日
団体説明会④
CW③

○ 15 水 15 金 15 月 15 木 15 土
　↓
ﾏﾝｽﾘｰ⑥

15 火 15 木 15 日
　↓

○ 15 水 15 水

16 土
ﾏﾝｽﾘｰ①

16 月 16 木 16 土 団体説明会⑧ 16 火 16 金 16 日
　↓

○ 16 水 16 金 16 月 16 木 16 木

17 日
　↓

○ 17 火 17 金 17 日 ○ 17 水
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

17 土
こだわりｸﾗﾌﾄ④
ﾅｲﾄｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ③

17 月 17 木 17 土 青空ｸｯｷﾝｸﾞ⑤ 17 火 17 金 17 金

18 月 18 水 18 土
団体説明会⑥
ﾌｧﾐﾘｰ③　CW⑥

18 月 SCW体験会③ 18 木 　↓　　　　初任研 18 日
今日からｷｬﾝﾊﾟｰ③

○ 18 火 18 金 18 日
団体説明会⑬
CW⑪

○ 18 水 18 土
父と子ｷｬﾝﾌﾟ

18 土 ﾅｲﾄｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ⑥

19 火 19 木 19 日
　↓

○ 19 火 19 金 　↓　　　　　↓ 19 月
　↓

19 水 19 土 ﾅｲﾄｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ④ 19 月 19 木 19 日
↓　こどもﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ④
（宿泊停止）

○ 19 日 ○

20 水 20 金 20 月 20 水 20 土 20 火 20 木 20 日 ○ 20 火 20 金 20 月
施設ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
（宿泊停止）

20 月

21 木 21 土
ﾅｲﾄｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ①
今日からｷｬﾝﾊﾟｰ①

21 火 21 木 21 日 藍染め④ ○ 21 水 21 金 21 月 21 水 21 土 ﾅｲﾄｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ⑤ 21 火
施設ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
（宿泊停止）

21 火
（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ）

22 金 22 日
　↓

○ 22 水 22 金 22 月 22 木 22 土 22 火 22 木 22 日 自然ﾌﾟﾛ体験会④ ○ 22 水
施設ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
（宿泊停止）

22 水 　↓

23 土 23 月 23 木 23 土 23 火
PA講習会①

23 金 23 日
秋のわいわい
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

23 水
SCW競技会
こだわりｸﾗﾌﾄ⑤

23 金 23 月 23 木
施設ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
（宿泊停止）

23 木
　↓

24 日
春のわいわい
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

○ 24 火 24 金 24 日
こどもﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ②
こだわりｸﾗﾌﾄ③

○ 24 水
↓

24 土 24 月 24 木 24 土 こだわりｸﾗﾌﾄ⑥ 24 火 24 金
施設ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
（宿泊停止）

24 金

25 月 25 水 25 土 青空ｸｯｷﾝｸﾞ② 25 月
ｷｬﾝﾊﾟｰ’ｓ（小学）

25 木
市立学校相談会③
（CW⑧）

25 日 SCW体験会⑤ ○ 25 火 25 金 25 日 ○ 25 水 25 土
青空ｸｯｷﾝｸﾞ⑥
PA講習会

25 土

26 火 26 木 26 日 自然ﾌﾟﾛ体験会① ○ 26 火
　↓

26 金
ｷｬﾝﾊﾟｰ’ｓ（中学）

26 月 26 水 26 土
ｷｬﾝﾊﾟｰ’ｓ（小学）

26 月
ｳｨﾝﾀｰ

26 木 26 日
　↓

○ 26 日 ○

27 水 27 金 27 月 27 水 27 土
　↓
藍染め⑤

27 火 27 木 27 日
　↓

○ 27 火 　↓ 27 金 27 月 27 月

28 木 28 土
ｷｬﾝﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

28 火 28 木 野外活動講座 28 日
青空ｸｯｷﾝｸﾞ③
（宿泊停止）

○ 28 水 28 金 28 月 28 水
　↓
（宿泊停止） 28 土 28 火 28 火

29 金
こどもﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ①
こだわりｸﾗﾌﾄ①②

29 日
　↓

29 水 29 金 29 月
施設ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
（宿泊停止）

29 木 29 土
今日からｷｬﾝﾊﾟｰ④

29 火 29 木
休所
（宿泊停止）

29 日 29 水

30 土 30 月 30 木 30 土 ﾅｲﾄｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ② 30 火
施設ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
（宿泊停止）

30 金 30 日
　↓

30 水 30 金
休所
（宿泊停止）

30 月 30 木

31 火 31 日 31 水 31 月 31 土
休所
（宿泊停止）

31 火 31 金

・ｼﾞｮｲﾝﾄ：教育ｾﾝﾀｰ共催
・星空：科学館共催

・野外活動講座：市教育ｾﾝﾀｰ共催 ・星空：科学館共催 ・ｼﾞｮｲﾝﾄ：市教育ｾﾝﾀｰ共催

3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞは卒業式日程による・ｷｬﾝﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ：千葉県ｷｬﾝﾌﾟ協会共催



【添付資料5】

注１、実施済みの項目は、周期(D,1W)については●、(1M)以上については日付けで示す。

注２、年次点検は、施設の利用予定により、実施時期の変更がある。

周期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 建物保守管理業務

1 日常巡視点検 D ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 建築物の3ヶ月点検 3M ○ ○ ○ ○

3 12ヶ月巡視点検 1Y ○

4 ログハウス専門業者点検 1Y 　○　

5 ログハウス内外部点検 1W ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 ログハウスデッキ手摺塗装 1Y ○ ○

7 ﾛｸﾞﾊｳｽ妻壁塗装   (前　H30,09) 5Y ○ ○ ○

8 各木部タッチアップ塗装 適時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 クライミングウォール点検 4M ○ ○ ○

10 特殊建築物定期点検   (前　R2,05) 2Y ○

11 防火シャッター保守点検 1Y ○

12 プロジェクトアドベンチャー設備点検 1Y 　○　

13 エレベータ月次点検 3M ○ ○ ○ ○

14 エレベータ法定点検 1Y 　○

15 自動ドアの1年点検 1Y ○

2 建築設備保守管理業務

1 受変電日誌 D ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 空調機器運転日誌 D ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 熱源機器運転日誌 D ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 エネルギー記録 D ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 受変電設備の月次点検 1M ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 分電盤、制御盤の月次点検 1M ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 非常用発電機の月次点検 1M ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 パッケージエアコンの月次点検 1M ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 ファンコイルユニットの月次点検 1M ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 エアハンドリングユニットの月次点検 1M ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝの3ヶ月点検 3M ○ ○ ○ ○

12 非常用発電機の6ヶ月点検 6M ○ ○

13 太陽光発電設備の6ヶ月点検 6M ○ ○

14 蓄電池設備の6ヶ月点検 6M ○ ○

15 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝの6ヶ月点検 6M ○ ○

16 浴槽ろ過装置の6ヶ月点検 6M ○ ○

17 受変電設備の1年点検 1Y ○

18 分電盤の1年点検 1Y ○

19 制御盤の1年点検 1Y ○

20 幹線の1年点検 1Y ○

21 非常用発電設備の1年点検 1Y ○

22 弱電系統の1年点検 1Y ○

23 インターホン設備の1年点検 1Y ○

24 テレビ共同受信設備の1年点検 1Y ○

25 映像･音響機器の1年点検 1Y ○

26 外灯･構内配電線路の1年点検 1Y ○

27 監視カメラ設備の1年点検 1Y ○

28 中央監視制御装置の1年点検 1Y ○

29 真空式温水発生機の1年点検 1Y ○

30 冷温水発生機のｼｰｽﾞﾝｲﾝ点検 ６M ○ ○

31 冷温水発生機のｼｰｽﾞﾝｵﾝ点検 ６M ○ ○

32 冷温水発生機のｼｰｽﾞﾝｵﾌ点検 ６M ○ ○

33 ﾕﾆｯﾄ形空気調和機のｼｰｽﾞﾝｲﾝ点検 ６M ○ ○

34 ﾕﾆｯﾄ形空気調和機のｼｰｽﾞﾝｵﾝ点検 ６M ○ ○

35 送排風機の1年点検 1Y ○

36 冷却塔のｼｰｽﾞﾝｲﾝ点検 １Y ○

37 冷却塔のｼｰｽﾞﾝｵﾝ点検 １Y ○

38 冷却塔のｼｰｽﾞﾝｵﾌ点検 １Y ○

39 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄのｼｰｽﾞﾝｲﾝ点検 １Y ○ ○

40 滅菌装置の1年点検 １Y ○

41 受水槽の1年点検 1Y ○

42 浄化槽点検 1W ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43 浄化槽の1年点検（11条検査） 1Y ○

44 貯湯槽の1年点検 1Y ○

45 ポンプの1年点検 1Y ○

46 汚水槽清掃 6M ○ ○

47 井水槽清掃 1Y ○

48 雨水槽清掃 1Y ○

49 中水槽清掃 1Y ○

50 ばい煙測定（冷温水発生器） 6M ○ ○

51 電気給湯器保守点検 1Y ○

52 建築設備定期検査 1Y ○

53 電動リフト定期点検 1Y ○

3 外構等保守管理業務

1 植栽手入れ（苅込･施肥等） 1M ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 病害虫駆除、除草 適時 ○ ○ ○ ○ ○

3 植栽･緑地の1年点検 1Y ○

4 清掃業務

1 日常清掃 D ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 定期清掃

硬質床面洗浄 3M ○ ○ ○ ○

弾性床面洗浄 2M ○ ○ ○ ○ ○ ○

繊維床洗浄 1Y ○

ガラス清掃 6M ○ ○

壁面･天井除塵作業 6M ○ ○

吹き抜け部分壁面清掃 1Y ○

照明器具清掃 1Y ○

サッシ清掃 6M ○ ○

外壁清掃　（前回2020年,9月） 5Y

3 清掃インスペクション 1Y ○

4 大掃除 6M ○ ○

5 ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ清掃 1M ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和4年度　維持管理業務年間計画表（点検項目の青文字は再委託）

令和4年度



周期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和4年度

5 環境衛生業務

1 水質検査

上水　残留塩素、色 1W ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上水　15項目 6M ○ ○

上水　12項目 1Y ○

貯湯槽温水　　15項目 6M ○ ○

貯湯槽温水　　12項目 1Y ○

井戸水水質検査 １Ｙ ○

簡易専用水道検査 1Y ○

雑用水　Ph他 1W ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

雑用水　大腸菌 2M ○ ○ ○ ○ ○ ○

雨水用水　Ph他 1W ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

雨水用水　大腸菌 2M ○ ○ ○ ○ ○ ○

冷却塔散水用（レジオネラ属菌） 2/年 ○ ○

冷却塔散水用（腐食、スケール、藻対策） 1M（運転時） ○ ○ ○ ○ ○ ○

浄化槽放流水 BOD（維持管理報告） 3M ○ ○ ○ ○

浴槽（浴槽1，2,ｼﾞｬｸﾞｼﾞｰ）薬品洗浄 6M ○ ○

浴槽水(浴槽1,2）水質検査 6M ○ ○

浴槽水(ｼﾞｬｸﾞｼﾞｰ）水質検査 6M ○ ○
浴槽ろ過装置の6ヶ月点検 6M ○ ○

風呂脱衣室冷水器点検 1M ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 空調機フィルター清掃 1M ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中性能フィルター １Y ○

その他のフィルター 3M ○ ○ ○ ○

ばい煙測定（冷温水発生器） 6M ○ ○

3 空気環境測定 2M ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 害虫生息調査 1M ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

施設害虫駆除 6M 　○　 ○

厨房害虫駆除 3M ○ ○ ○ ○

5 食堂

施設･設備点検 1M ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

職員細菌検査 1M ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

食堂衛生検査 2/年→６M ○ ○

帳票類の整理･保管の点検 3M ○ ○ ○ ○

特別清掃 3M ○ ○ ○ ○

衛生部巡回点検 4/年 ○ ○ ○ ○

6 警備業務

1 日常巡視点検、日常業務 Ｄ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 防災

1 消防用設備外観機能点検 6M ○ ○

2 消防用設備総合点検 1Y ○

3 防火対象物定期点検 1Y ○

4 防災訓練 1Y ○ 、

5 防災総合訓練 1Y ○

8 その他

1 備品確認 1Y ○



【添付資料6】

区分：市内・準市内・県内・市外

会社名 委託内容 区分 住所
株式会社セイビ千葉支店 清掃業務（日常・定期床） 準市内 千葉市中央区椿森3-4-5
富士化学工業株式会社千葉営業所 窓ｶﾞﾗｽ、トップライト・照明器具、ガラリ清掃 市内 千葉市花見川区幕張本郷2-4-8
有限会社 姜本商店 廃棄物処理(一般･産廃) 県内 茂原市本納2070
株式会社BMLﾌｰﾄﾞ･ｻｲｴﾝｽ 食堂衛生検査 市外 東京都新宿区西落合2-12-14

株式会社日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ千葉支店 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ定期点検 準市内 千葉市中央区 新千葉1-4-3
高橋電気管理事務所 自家用電気工作物年次点検 市外 東京都江戸川区北小岩7-18-15
ニッタン株式会社東関東支店 消防設備点検・防火対象物点検 準市内 千葉市花見川区幕張本郷5-12-5
株式会社ダイキアクシス 浄化槽点検･整備 市外 東京都中央区東日本橋2-15-4
日本空調ｻｰﾋﾞｽ工業株式会社 空調設備点検(EHP・GHP) 市外 東京都文京区湯島3-19-4
株式会社鈴木シャッター千葉営業所 防火設備法定点検及び保守点検 準市内 千葉市中央区春日1-21-5
株式会社むげん 非常用発電機負荷試験 市外 神奈川県海老名市中央3-3-32
東京電機機器サービス株式会社 非常用発電機点検 市外 東京都千代田区外神田6-15-9
日本電技株式会社千葉支店 中央監視制御装置点検 準市内 千葉市中央区登戸1-1-4
株式会社アクセス ｱﾙﾐ合金製水圧電動ﾘﾌﾄ定期検査 県内 習志野市津田沼5-12-12
株式会社タイトー建築・設備検査センター 建築設備点検・特殊建築設備点検 市外 東京都品川区西五反田5-9-2
ナブコシステム株式会社東関東支店 自動ﾄﾞｱ点検 準市内 千葉市中央区宮崎2-6-4
ホシザキ関東株式会社千葉支店 ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ自動軟水器用再生剤交換・専用溶液 準市内 千葉市中央区登戸1-19-19
協和汽罐工業株式会社 冷温水発生装置煤煙測定 市外 東京都大田区南馬込1-42-12
川重冷熱工業株式会社 冷温水発生装置点検・ﾃﾚﾒﾝﾃ遠隔監視 市外 東京都江東区木場1-5-25
株式会社大茂 井水、冷却水ろ過装置点検・上水、中水自動滅菌装置点検 市外 東京都渋谷区代々木5-37-9
東西化学産業株式会社東関東営業所 ろ過装置点検整備 県内 船橋市浜町2-1-1
株式会社日本イトミック 電気給湯器点検 市外 東京都墨田区押上1-1-2
日本ビルコン株式会社千葉サービスセンター 真空式温水発生機点検・貯湯タンク清掃 準市内 千葉市中央区汐見丘町8-12
一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター 簡易専用水道書類検査 市内 千葉市中央区中央港1-12-11
株式会社プロジェクトアドベンチャージャパン ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ点検 市外 東京都品川区西五反田7-8-11
株式会社ヨシキスポーツ ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ点検・ﾊｰﾈｽ･ﾎｰﾙﾄﾞ洗浄 県内 習志野市谷津1-13-17
株式会社アールシーコア ログハウス点検 市外 東京都渋谷区神泉町22-2

協和ビル管理株式会社 夜間警備業務・年末年始警備業務 市内 千葉市中央区汐見丘町16-11
株式会社アサヒセキュリティ千葉オフィス 集金業務取扱手数料 準市内 千葉市稲毛区長沼原町
株式会社スワット イベント駐車場臨時警備 市内 千葉市中央区富士見2-3-1

株式会社京葉施設管理ｾﾝﾀｰ
受水、汚水、中水、井水、雨水槽清掃・排水管清掃
厨房ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ清掃 市内 千葉市稲毛区長沼原町113-2

株式会社シー・アイ・シー千葉支店千葉第一営業所
全館害虫駆除点検、消毒・食堂厨房消毒
飲用雑用井水水質検査・レジオネラ属菌検査 準市内 千葉市美浜区真砂2-1-24

グリーン＆ウォーター株式会社 植栽管理業務 市外 東京都中央区日本橋本町2-7-1

株式会社東洋食品フードサービス 食堂運営 市外 東京都台東区東上野1-14-4

（福）長柄町社会福祉協議会・長柄町シルバー人材センター 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のための館内消毒作業 県内 長生郡長柄町桜谷712

千葉市少年自然の家　委託先一覧表



【添付資料７】  ノロウイルス対策キット配置図



【添付資料８】 計画修繕（令和2年度〜6年度）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

施設内外部建具 〇

ログハウス（ヒノキ棟） 〇 〇

ログハウス（アカマツ棟） 〇 〇 〇

キャンプセンター棟デッキ 〇

渡廊下柱 〇

あゆみ橋欄干 〇

ログハウス全体 〇 〇 〇 〇 〇

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

リフレッシュセンター棟 発電機設備 ディーゼル発電機オーバーホール（1台）   〇

リフレッシュセンター棟 給湯用真空ボイラー 熱交換器関係等の修理・交換（2台） 〇

リフレッシュセンター棟 浴槽ろ過装置 濾過材やポンプ等の修理・交換（3台） 〇

リフレッシュセンター棟 冷温水発生機 ポンプ類・パラジウムセル・各種センサー等の修理・交換（2台） 〇 〇

リフレッシュセンター棟 密閉型冷却塔 送風機・モーター各軸受、散水ポンプ等の修理・交換（2台） 〇 〇

リフレッシュセンター棟 量水器 メーター交換（9台）   ※４台分 〇

浄化槽ポンプ室 浄化設備 中空糸幕フィルターフィルター交換（1設備） 〇

鉄扉塗装   

デッキ改修  

建築物修繕計画

修繕箇所 修繕内容

設置場所 修繕内容

左側階段桁改修

塗装

塗装  ※自営作業による

年次点検後補修   ※専門業者による腐朽象嵌作業

建築設備修繕計画


